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〔添付書類五〕 

（５－目－１１） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  
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図の削除  

記 載 の 繰 上 げ （ 以

下、同様）  

 

 



〔添付書類五〕 

（第一条－１） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

第 一 条 （ 定 義 ）  

こ の 規 則 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 核 原 料 物 質 、 核 燃 料 物 質

及 び 原 子 炉 の 規 制 に 関 す る 法 律 及 び 核 燃 料 物 質 又 は 核 燃 料 物 質

に よ つ て 汚 染 さ れ た 物 の 廃 棄 物 管 理 の 事 業 に 関 す る 規 則 （ 昭 和

六 十 三 年 総 理 府 令 第 四 十 七 号 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ

る。  

 

２  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。  

一  「安全機能」とは、廃棄物管理施設の安全性を確保するため

に必要な機能をいう。  

二  「安全上重要な施設」とは、安全機能を有する施設のうち、

そ の 機 能 の 喪 失 に よ り 、 公 衆 又 は 従 事 者 に 放 射 線 障 害 を 及

ぼ す お そ れ が あ る も の 及 び 安 全 設 計 上 想 定 さ れ る 事 故 が 発

生 し た 場 合 に 公 衆 又 は 従 事 者 に 及 ぼ す お そ れ が あ る 放 射 線

障 害 を 防 止 す る た め 、 放 射 性 物 質 又 は 放 射 線 が 廃 棄 物 管 理

施 設 を 設 置 す る 事 業 所 外 へ 放 出 さ れ る こ と を 抑 制 し 、 又 は

防止するものをいう。  

 

適合のための設計方針  

第１項について  

使用する用語は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄

物管理の事業に関する規則」（昭和六十三年総理府令第四十七号）に

おいて使用する用語の例のとおりとする。  

なお、品質マネジメントシステムに基づき、建家は設備や機器を内

包している建家又は施設の外壁や屋根を指し、設備は安全機能を有し

ている建家に備え付けられているものを指し、機器は設備を構成して

いるものを指す。  

廃棄物管理施設の受入れ施設、処理施設及び管理施設を下表に示  

 

第 一 条 （ 定 義 ）  

こ の 規 則 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 核 原 料 物 質 、 核 燃 料 物 質

及 び 原 子 炉 の 規 制 に 関 す る 法 律 及 び 核 燃 料 物 質 又 は 核 燃 料 物 質

に よ つ て 汚 染 さ れ た 物 の 廃 棄 物 管 理 の 事 業 に 関 す る 規 則 （ 昭 和

六 十 三 年 総 理 府 令 第 四 十 七 号 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ

る。  

 

２  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。  

一  「安全機能」とは、廃棄物管理施設の安全性を確保するため

に必要な機能をいう。  

二  「安全上重要な施設」とは、安全機能を有する施設のうち、

そ の 機 能 の 喪 失 に よ り 、 公 衆 又 は 従 事 者 に 放 射 線 障 害 を 及

ぼ す お そ れ が あ る も の 及 び 安 全 設 計 上 想 定 さ れ る 事 故 が 発

生 し た 場 合 に 公 衆 又 は 従 事 者 に 及 ぼ す お そ れ が あ る 放 射 線

障 害 を 防 止 す る た め 、 放 射 性 物 質 又 は 放 射 線 が 廃 棄 物 管 理

施 設 を 設 置 す る 事 業 所 外 へ 放 出 さ れ る こ と を 抑 制 し 、 又 は

防止するものをいう。  

 

適合のための設計方針  

第１項について  

使用する用語は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄

物管理の事業に関する規則」（昭和六十三年総理府令第四十七号）に

おいて使用する用語の例のとおりとする。  

なお、品質マネジメントシステムに基づき、建家は設備や機器を内

包している建家又は施設の外壁や屋根を指し、設備は安全機能を有し

ている建家に備え付けられているものを指し、機器は設備を構成して

いるものを指す。  

廃棄物管理施設の受入れ施設、処理施設及び管理施設を次表に示  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の見直し  

 



〔添付書類五〕 

（第一条－３） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  
 

施 設  主 要 な 設 備  

受 入 れ  

施 設  

処 理  

施 設  

管 理  

施 設  

固 体  液 体  固 体  液 体  固 体  

α 固 体 処 理 棟  

α 封 入 設 備    〇    

α 焼 却 装 置    〇    

α ホ ー ル 設 備    〇    

β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅰ  β ・ γ 圧 縮 装 置 Ⅰ    〇    

β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅱ  

β ・ γ 圧 縮 装 置 Ⅱ    〇    

β ・ γ 一 時 格 納 庫

Ⅱ  
〇      

β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅲ  β ・ γ 焼 却 装 置    〇    

β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅳ  
β ・ γ 封 入 設 備    〇    

β ・ γ 貯 蔵 セ ル  〇      

固 体 廃 棄 物  

減 容 処 理 施 設  
減 容 処 理 設 備    〇    

廃 液 処 理 棟  

廃 液 蒸 発 装 置 Ⅰ     〇   

廃 液 蒸 発 装 置 Ⅱ     〇   

化 学 処 理 装 置     〇   

セ メ ン ト 固 化 装 置     〇   

α 固 体 貯 蔵 施 設  α 固 体 貯 蔵 施 設      〇  

α 一 時 格 納 庫  α 一 時 格 納 庫  〇      

β ・ γ 一 時 格 納 庫 Ⅰ  
β ・ γ 一 時 格 納 庫

Ⅰ  
〇      

固 体 集 積 保 管 場 Ⅰ  固 体 集 積 保 管 場 Ⅰ      〇  

固 体 集 積 保 管 場 Ⅱ  固 体 集 積 保 管 場 Ⅱ      〇  

固 体 集 積 保 管 場 Ⅲ  固 体 集 積 保 管 場 Ⅲ      〇  

固 体 集 積 保 管 場 Ⅳ  固 体 集 積 保 管 場 Ⅳ      〇  

管 理 機 械 棟 * 1        

廃 液 貯 留 施 設 Ⅰ  

処 理 済 廃 液 貯 槽     〇   

廃 液 貯 槽 Ⅰ   〇     

廃 棄 物 管 理 施 設 用

廃 液 貯 槽  
 〇     

廃 液 貯 留 施 設 Ⅱ  廃 液 貯 槽 Ⅱ   〇     

 

施 設  主 要 な 設 備  

受 入 れ  

施 設  

処 理  

施 設  

管 理  

施 設  

固 体  液 体  固 体  液 体  固 体  

α 固 体 処 理 棟  

α 封 入 設 備    〇    

α 焼 却 装 置    〇    

α ホ ー ル 設 備    〇    

β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅰ  β ・ γ 圧 縮 装 置 Ⅰ    〇    

β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅱ  

β ・ γ 圧 縮 装 置 Ⅱ    〇    

β ・ γ 一 時 格 納 庫

Ⅱ  
〇      

β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅲ  
β ・ γ 焼 却 装 置    〇    

有 機 溶 媒 貯 槽   〇     

β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅳ  
β ・ γ 封 入 設 備    〇    

β ・ γ 貯 蔵 セ ル  〇      

固 体 廃 棄 物  

減 容 処 理 施 設  
減 容 処 理 設 備    〇    

廃 液 処 理 棟  

廃 液 蒸 発 装 置 Ⅰ     〇   

廃 液 蒸 発 装 置 Ⅱ     〇   

セ メ ン ト 固 化 装 置     〇   

α 固 体 貯 蔵 施 設  α 固 体 貯 蔵 施 設      〇  

α 一 時 格 納 庫  α 一 時 格 納 庫  〇      

β ・ γ 一 時 格 納 庫 Ⅰ  
β ・ γ 一 時 格 納 庫

Ⅰ  
〇      

固 体 集 積 保 管 場 Ⅰ  固 体 集 積 保 管 場 Ⅰ      〇  

固 体 集 積 保 管 場 Ⅱ  固 体 集 積 保 管 場 Ⅱ      〇  

固 体 集 積 保 管 場 Ⅲ  固 体 集 積 保 管 場 Ⅲ      〇  

固 体 集 積 保 管 場 Ⅳ  固 体 集 積 保 管 場 Ⅳ      〇  

管 理 機 械 棟 * 1        

廃 液 貯 留 施 設 Ⅰ  

処 理 済 廃 液 貯 槽     〇   

廃 液 貯 槽 Ⅰ   〇     

廃 棄 物 管 理 施 設 用

廃 液 貯 槽  
 〇     

廃 液 貯 留 施 設 Ⅱ  廃 液 貯 槽 Ⅱ   〇     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入れ施設の追加  

 

 

 

 

 

化学処理装置の使用

の停止に伴う削除  

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第一条－４） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

*1：管理機械棟は受入れ施設、処理施設及び管理施設のいずれにも該当

しないが、計測制御系統施設、放射線管理施設、通信連絡設備を収

容している。  

 

第２項１号について  

廃棄物管理施設は、施設の安全性を確保するために必要な安全機能

を有する設計とする。  

廃棄物管理施設の「安全性」とは、公衆又は従事者に及ぼすおそれ

がある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が廃棄物管

理施設を設置する事業所外へ放出されないことである。  

廃棄物管理施設の安全性を確保するために必要な安全機能は、放射

性液体及び固体廃棄物を処理又は管理している施設の特徴とその重要

度に応じて、以下の３分類に分ける。  

①  直接的安全機能  

廃 棄 物 管 理 施 設 か ら 放 射 性 物 質 又 は 放 射 線 の 放 出 を 直 接 的 に

防止している遮蔽機能及び閉じ込め機能  

②  支援的安全機能  

直 接 的 安 全 機 能 が 外 部 か ら の 衝 撃 に よ り 損 な わ れ な い よ う 支

援する機能  

③  その他の安全機能  

①  及び②以外の機能  

「廃棄物管理施設の位置、構造及び 設備の基準に関する規則」の

各条項は上記の３分類に該当すると 考え、各条項に基づき設ける構

築 物 （ 「 建 家 」 を 指 す 。 ） 、 系 統 （ 「 設 備 」 (建 家 を 構 成 す る セ ル

を 含 む )を 指 す 。 ） 及 び 機 器 を 「 安 全 機 能 を 有 す る 施 設 」 と す る 。

選定  

施 設  主 要 な 設 備  

受 入 れ  

施 設  

処 理  

施 設  

管 理  

施 設  

固 体  液 体  固 体  液 体  固 体  

有 機 廃 液  

一 時 格 納 庫  

有 機 廃 液  

一 時 格 納 庫  
 〇     

排 水 監 視 施 設  排 水 監 視 設 備     〇   

 

 

 

 

*1：管理機械棟は受入れ施設、処理施設及び管理施設のいずれにも該当

しないが、計測制御系統施設、放射線管理施設、通信連絡設備を収

容している。  

 

 

第２項１号について  

廃棄物管理施設は、施設の安全性を確保するために必要な安全機能

を有する設計とする。  

廃棄物管理施設の「安全性」とは、公衆又は従事者に及ぼすおそれ

がある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が廃棄物管

理施設を設置する事業所外へ放出されないことである。  

廃棄物管理施設の安全性を確保するために必要な安全機能は、放射

性液体及び固体廃棄物を処理又は管理している施設の特徴とその重要

度に応じて、以下の３分類に分ける。  

①  直接的安全機能  

廃棄物管理施設から放射性物質又は放射線の放出を直接的に防

止している遮蔽機能及び閉じ込め機能  

②  支援的安全機能  

直接的安全機能が外部からの衝撃により損なわれないよう支援

する機能  

③  その他の安全機能  

①  及び②以外の機能  

「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の

各条項は上記の３分類に該当すると 考え、各条項に基づき設ける構

築 物 （ 「 建 家 」 を 指 す 。 ） 、 系 統 （ 「 設 備 」 (建 家 を 構 成 す る セ ル

を 含 む )を 指 す 。 ） 及 び 機 器 を 「 安 全 機 能 を 有 す る 施 設 」 と す る 。

選定  

施 設  主 要 な 設 備  

受 入 れ  

施 設  

処 理  

施 設  

管 理  

施 設  

固 体  液 体  固 体  液 体  固 体  

排 水 監 視 施 設  排 水 監 視 設 備     〇   

 

 

有 機 廃 液 一 時 格 納 庫

の記載の削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第一条－５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

の考え方を図 1－ 1 に示す。また、図 1－ 1 のフローのとおり選定した

結果、廃棄物管理施設のうち安全機能を有する施設は表 1－ 1 のとお

りとなる。  

なお、廃棄物管理施設の保安のための重要度の分類を定め原子力安

全に対する重要性に応じて、品質マネジメントシステムの要求事項の

適用程度についてグレード分けを行う。  

①  クラス１  

そ の 損 傷 又 は 故 障 に よ り 発 生 す る 事 象 に よ っ て 、 敷 地 外 へ の 著

し い 放 射 性 物 質 の 放 出 の お そ れ の あ る 建 家 、 設 備 及 び 機 器 並 び に

敷 地 周 辺 公 衆 へ の 過 度 の 放 射 線 の 影 響 を 防 止 す る 建 家 、 設 備 及 び

機器  

②  クラス２  

そ の 損 傷 又 は 故 障 に よ り 発 生 す る 事 象 に よ っ て 、 敷 地 外 へ の 過

度 の 放 射 性 物 質 の 放 出 の お そ れ の あ る 建 家 、 設 備 及 び 機 器 並 び に

敷 地 周 辺 公 衆 へ の 放 射 線 の 影 響 を 十 分 小 さ く す る よ う に す る 建

家、設備及び機器  

③  クラス３  

異 常 の 起 因 事 象 と な る も の 及 び 対 応 上 必 要 な も の で あ っ て 、 ク

ラス１、クラス２以外の建家、設備及び機器  

廃棄物管理施設には、クラス１及びクラス２はない。  

 

の考え方を図 1－ 1 に示す。また、図 1－ 1 のフローのとおり選定した

結果、廃棄物管理施設のうち安全機能を有する施設は表 1－ 1 のとお

りとなる。  

なお、廃棄物管理施設の保安のための重要度の分類を定め原子力安

全に対する重要性に応じて、品質マネジメントシステムの要求事項の

適用程度についてグレード分けを行う。  

①  クラス１  

そ の 損 傷 又 は 故 障 に よ り 発 生 す る 事 象 に よ っ て 、 敷 地 外 へ の 著

し い 放 射 性 物 質 の 放 出 の お そ れ の あ る 建 家 、 設 備 及 び 機 器 並 び に

敷 地 周 辺 公 衆 へ の 過 度 の 放 射 線 の 影 響 を 防 止 す る 建 家 、 設 備 及 び

機器  

②  クラス２  

その損傷又は故障により発生する事象によって、敷地外への過度

の放射性物質の放出のおそれのある建家、設備及び機器並びに敷地

周辺公衆への放射線の影響を十分小さくするようにする建家、設備

及び機器  

③  クラス３  

異 常 の 起 因 事 象 と な る も の 及 び 対 応 上 必 要 な も の で あ っ て 、 ク

ラス１、クラス２以外の建家、設備及び機器  

廃棄物管理施設には、クラス１及びクラス２はない。  

 

 

 

 

維 持 す べ き 安 全 機 能

の明確化  

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第一条－６） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

廃 棄 物 管 理 施 設 の 安 全 機 能 を 確 認 す る た め の 検 査 又 は 試 験 と し て

は、廃棄物管理事業変更許可申請書  添付書類五の各設備の安全設計

において、試験検査の内容を記載している。また、それらの具体的な

内容については、施設定期自主検査として表 1－ 2 に示す検査を実施

する。  

検査により、不具合の兆候が見られる設備や機器については、適宜

補修や部品交換を行い、機能を健全に維持する。  

 

第２項２号について  

廃棄物管理施設は、安全機能を有する施設のうち、その機能の喪失

により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び

安全設計上想定される事故が発生した場合に公衆又は従事者に及ぼす

おそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が廃

棄物管理施設を設置する事業所外へ放出されることを抑制し、又は防

止する設計とする。  

「 廃 棄 物 管 理 施 設 の 位 置 、 構 造 及 び 設 備 の 基 準 に 関 す る 規 則 」 で

は 、 「 安 全 上 重 要 な 施 設 」 に つ い て 、 「 安 全 機 能 を 有 す る 施 設 の う

ち、その機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすお

それがあるもの及び安全設計上想定される事故が発生した場合に公衆

又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性

物質又は放射線が廃棄物管理施設を設置する事業所外へ放出されるこ

とを抑制し、又は防止するものをいう。」と定義されている。  

上記に基づき、図 1－ 1 のとおり機能喪失により公衆又は従事者に

放射線障害を及ぼすおそれがある施設を、安全上重要な施設とする。  

なお、解釈より、過度の放射線被ばくを及ぼすおそれとは、「敷地

周辺の公衆への実効線量の評価値が発生事故当たり５ミリシーベルト

を超えることをいう。」と定義されている。  

安全上重要な施設の有無を確認した結果、何れの施設においても  

廃 棄 物 管 理 施 設 の 安 全 機 能 を 確 認 す る た め の 検 査 又 は 試 験 と し て

は、廃棄物管理事業変更許可申請書  添付書類五の各設備の安全設計

において、試験検査の内容を記載している。また、それらの具体的な

内容については、施設管理実施計画に定め、不具合の兆候が見られる

設備や機器については、適宜補修や部品交換を行い、機能を健全に維

持する。  

 

 

第２項２号について  

廃棄物管理施設は、安全機能を有する施設のうち、その機能の喪失

により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び

安全設計上想定される事故が発生した場合に公衆又は従事者に及ぼす

おそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が廃

棄物管理施設を設置する事業所外へ放出されることを抑制し、又は防

止する設計とする。  

「 廃 棄 物 管 理 施 設 の 位 置 、 構 造 及 び 設 備 の 基 準 に 関 す る 規 則 」 で

は 、 「 安 全 上 重 要 な 施 設 」 に つ い て 、 「 安 全 機 能 を 有 す る 施 設 の う

ち、その機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすお

それがあるもの及び安全設計上想定される事故が発生した場合に公衆

又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性

物質又は放射線が廃棄物管理施設を設置する事業所外へ放出されるこ

とを抑制し、又は防止するものをいう。」と定義されている。  

上記に基づき、図 1－ 1 のとおり機能喪失により公衆又は従事者に

放射線障害を及ぼすおそれがある施設を、安全上重要な施設とする。  

なお、解釈より、過度の放射線被ばくを及ぼすおそれとは、「敷地

周辺の公衆への実効線量の評価値が発生事故当たり５ミリシーベルト

を超えることをいう。」と定義されている。  

安全上重要な施設の有無を確認した結果、何れの施設においても  

 

 

 

法 令 改 正 に 伴 う 見 直

し  

 

 



〔添付書類五〕 

（第一条－１０） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

③  クラス３  

異 常 の 起 因 事 象 と な る も の 及 び 対 応 上 必 要 な も の で あ っ て 、

クラス１、クラス２以外の建家、設備及び機器  

廃棄物管理施設には、クラス１及びクラス２はない。  

廃 棄 物 管 理 施 設 の 安 全 機 能 を 確 認 す る た め の 検 査 又 は 試 験 と し て

は、廃棄物管理事業変更許可申請書  添付書類五の各設備の安全設計

において、試験検査の内容を記載している。また、それらの具体的な

内容については、施設定期自主検査として表 1－ 2 に示す検査を実施

する。  

検査により、不具合の兆候が見られる設備や機器については、適宜

補修や部品交換を行い、機能を健全に維持する。  

 

安全上重要な施設  

「 廃 棄 物 管 理 施 設 の 位 置 、 構 造 及 び 設 備 の 基 準 に 関 す る 規 則 」 で

は 、 「 安 全 上 重 要 な 施 設 」 に つ い て 、 「 安 全 機 能 を 有 す る 施 設 の う

ち、その機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすお

それがあるもの及び安全設計上想定される事故が発生した場合に公衆

又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性

物質又は放射線が廃棄物管理施設を設置する事業所外へ放出されるこ

とを抑制し、又は防止するものをいう。」と定義されている。  

上記に基づき、図 1－ 1 のとおり機能喪失により公衆又は従事者に

放射線障害を及ぼすおそれがある施設を、安全上重要な施設とする。  

なお、解釈より、過度の放射線被ばくを及ぼすおそれとは、「敷地

周辺の公衆への実効線量の評価値が発生事故当たり５ミリシーベルト

を超えることをいう。」と定義されている。  

安 全 上 重 要 な 施 設 の 有 無 を 確 認 し た 結 果 、 何 れ の 施 設 に お い て も

外 部 事 象 に よ る 設 備 の 破 損 に 伴 う 安 全 機 能 の 喪 失 に よ り 、 公 衆 又 は

従 事 者 に 過 度 の 放 射 線 障 害 を 及 ぼ す お そ れ が あ る も の は な い 。 ま

た 、 安 全 設 計 上 想 定 さ れ る 事 故 が 発 生 し た 場 合 に 公 衆 又 は 従 事 者 に

放射線障害を及ぼす事象はない。  

 

③  クラス３  

異 常 の 起 因 事 象 と な る も の 及 び 対 応 上 必 要 な も の で あ っ て 、

クラス１、クラス２以外の建家、設備及び機器  

廃棄物管理施設には、クラス１及びクラス２はない。  

廃 棄 物 管 理 施 設 の 安 全 機 能 を 確 認 す る た め の 検 査 又 は 試 験 と し て

は、廃棄物管理事業変更許可申請書  添付書類五の各設備の安全設計

において、試験検査の内容を記載している。また、それらの具体的な

内容については、施設管理実施計画に定め、不具合の兆候が見られる

設備や機器については、適宜補修や部品交換を行い、機能を健全に維

持する。  

 

 

安全上重要な施設  

「 廃 棄 物 管 理 施 設 の 位 置 、 構 造 及 び 設 備 の 基 準 に 関 す る 規 則 」 で

は 、 「 安 全 上 重 要 な 施 設 」 に つ い て 、 「 安 全 機 能 を 有 す る 施 設 の う

ち、その機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすお

それがあるもの及び安全設計上想定される事故が発生した場合に公衆

又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性

物質又は放射線が廃棄物管理施設を設置する事業所外へ放出されるこ

とを抑制し、又は防止するものをいう。」と定義されている。  

上記に基づき、図 1－ 1 のとおり機能喪失により公衆又は従事者に

放射線障害を及ぼすおそれがある施設を、安全上重要な施設とする。  

なお、解釈より、過度の放射線被ばくを及ぼすおそれとは、「敷地

周辺の公衆への実効線量の評価値が発生事故当たり５ミリシーベルト

を超えることをいう。」と定義されている。  

安 全 上 重 要 な 施 設 の 有 無 を 確 認 し た 結 果 、 何 れ の 施 設 に お い て も

外 部 事 象 に よ る 設 備 の 破 損 に 伴 う 安 全 機 能 の 喪 失 に よ り 、 公 衆 又 は

従 事 者 に 過 度 の 放 射 線 障 害 を 及 ぼ す お そ れ が あ る も の は な い 。 ま

た 、 安 全 設 計 上 想 定 さ れ る 事 故 が 発 生 し た 場 合 に 公 衆 又 は 従 事 者 に

放射線障害を及ぼす事象はない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正に伴う見直し  

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第一条－２８） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 
 

 

 

 

 

 

化学処理装置の使用

の停止に伴う記載の
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〔添付書類五〕 

（第一条－３０） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入れ施設の追加  

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第一条－３３） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

   

 

 

 

 

 

 

受入れ施設の削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号の繰上げ  



〔添付書類五〕 

（第一条－３４） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  
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〔添付書類五〕 

（第一条－３５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

  

共用設備の見直し  

 

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第一条－３６） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

表 1－ 2 廃棄物管理施設の試験検査の内容  

施 設  許 可 書 （ 添 付 書 類 五 ）  具 体 的 な 内 容  

液 体 廃 棄 物

の 処 理 施 設  

液 体 廃 棄 物 の 処 理 施 設

は 、 定 期 的 に 試 験 又 は 検

査 を 実 施 す る 。  

液 体 廃 棄 物 の 処 理 施 設 は 、 施 設 定 期 自 主 検 査 と し て

回 転 機 類 の 作 動 試 験 、 配 管 ・ 塔 槽 類 の 漏 洩 検 査 、 警

報 作 動 試 験 、 排 気 確 認 検 査 、 漏 洩 検 知 器 作 動 検 査 、

処 理 能 力 検 査 等 を 実 施 す る 。  

固 体 廃 棄 物

の 処 理 施 設  

固 体 廃 棄 物 の 処 理 施 設

は 、 定 期 的 に 試 験 又 は 検

査 を 実 施 す る 。  

固 体 廃 棄 物 の 処 理 施 設 は 、 施 設 定 期 自 主 検 査 と し て

除 塵 機 器 等 の 作 動 試 験 、 警 報 作 動 試 験 、 排 気 （ 負

圧 ） 確 認 検 査 、 処 理 能 力 検 査 等 を 実 施 す る 。  

管 理 施 設  管 理 施 設 は 、 定 期 的 に 試

験 及 び 検 査 を 実 施 す る 。  

管 理 施 設 は 、 施 設 定 期 自 主 検 査 と し て 保 管 設 備 の 外

観 検 査 、 ク レ ー ン 作 動 検 査 、 貯 蔵 孔 の 汚 染 検 査 等 を

実 施 す る 。  

液 体 廃 棄 物

の 受 入 れ 施

設  

液 体 廃 棄 物 の 受 入 れ 施 設

は 、 定 期 的 に 試 験 又 は 検

査 を 実 施 す る 。  

液 体 廃 棄 物 の 受 入 れ 施 設 は 、 施 設 定 期 自 主 検 査 と し

て 回 転 機 類 の 作 動 試 験 、 ラ イ ニ ン グ の 水 張 試 験 、 配

管 類 の 漏 洩 検 査 、 排 気 確 認 検 査 等 を 実 施 す る 。  

固 体 廃 棄 物

の 受 入 れ 施

設  

( 1 )  固 体 廃 棄 物 の 受 入 れ

施 設 は 、 定 期 的 に 検 査 を

実 施 す る 。  

( 2 )  β ・ γ 貯 蔵 セ ル に つ

い て は 、 運 転 中 の 負 圧 の

状 態 を 確 認 す る 。  

固 体 廃 棄 物 の 受 入 れ 施 設 は 、 施 設 定 期 自 主 検 査 と し

て ク レ ー ン 作 動 検 査 、 排 気 確 認 検 査 等 を 実 施 す る 。  

 

β ・ γ 貯 蔵 セ ル に つ い て は 、 運 転 中 に 負 圧 状 態 の 確

認 を 実 施 す る 。  

出 入 管 理 関

係 設 備 、 放

射 線 監 視 設

備 等  

出 入 管 理 関 係 設 備 、 放 射

線 監 視 設 備 等 は 、 定 期 的

に 検 査 及 び 校 正 を 行 う 。  

ハ ン ド フ ッ ト ク ロ ス モ ニ タ 、 サ ー ベ イ メ ー タ 、 排 気

モ ニ タ 及 び エ リ ア モ ニ タ は 、 施 設 定 期 自 主 検 査 と し

て 校 正 検 査 及 び 警 報 作 動 検 査 等 を 実 施 す る 。  

気 体 廃 棄 物

の 廃 棄 施 設  

本 施 設 は 、 定 期 的 に 試 験

及 び 検 査 を 行 う 。  

気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 は 、 施 設 定 期 自 主 検 査 と し て

フ ァ ン の 作 動 試 験 、 ダ ン パ 閉 止 作 動 確 認 検 査 、 セ ル

内 負 圧 確 認 検 査 、 処 理 能 力 検 査 等 を 実 施 す る 。  

液 体 廃 棄 物

の 廃 棄 施 設  

本 施 設 は 、 定 期 的 に 検 査

を 実 施 す る 。  

液 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 は 、 施 設 定 期 自 主 検 査 と し て

液 位 異 常 上 昇 及 び 漏 洩 検 知 器 作 動 検 査 、 ラ イ ニ ン グ

の 水 張 試 験 等 を 実 施 す る 。  

消 防 設 備  本 設 備 は 、 定 期 的 な 作 動

試 験 等 を 行 う 。  

消 防 設 備 は 、 自 動 火 災 報 知 設 備 の 作 動 試 験 等 を 実 施

す る 。  

電 気 設 備  本 設 備 の う ち の 電 気 系 統

に つ い て は 、 定 期 的 に 絶

縁 抵 抗 測 定 等 を 実 施 す

る 。  

電 気 系 統 に つ い て は 、 施 設 定 期 自 主 検 査 と し て 配 電

盤 等 の 絶 縁 抵 抗 測 定 、 作 動 試 験 等 を 実 施 す る 。  

通 信 連 絡 設

備  

本 設 備 の う ち 放 送 設 備 及

び ペ ー ジ ン グ 設 備 に つ い

て は 、 定 期 的 に 作 動 検 査

を 実 施 す る 。  

放 送 設 備 及 び ペ ー ジ ン グ 設 備 に つ い て は 、 施 設 定 期

自 主 検 査 と し て 作 動 検 査 を 実 施 す る 。  

 

 

 

（削る）  

 

 

 

 

 

 

 

法改正に伴い削除  

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第一条－３６） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

「 安 全 機 能 を 有 す る 施 設 」 の 選 定 の 考 え 方  

  廃 棄 物 管 理 施 設 の 安 全 性 を 確 保 す る た め に 必 要 な 機 能 を 有 す る 建 家 、 設 備 及 び 機 器

か ら 構 成 さ れ る 施 設  

  → 表 １ － ２ の と お り 選 定  

「 安 全 上 重 要 な 施 設 」 の 選 定 の 考 え 方  

安 全 機 能 を 有 す る 施 設 の う ち 、 そ の 機 能 の 喪 失 に よ り 、 公 衆 又 は 従 事 者 に 放 射 線 障

害 を 及 ぼ す お そ れ が あ る も の  

  → 該 当 施 設 な し  

安 全 設 計 上 想 定 さ れ る 事 故 が 発 生 し た 場 合 に 公 衆 又 は 従 事 者 に 及 ぼ す お そ れ が あ る

放 射 線 障 害 を 防 止 す る た め 、 放 射 性 物 質 又 は 放 射 線 が 廃 棄 物 管 理 施 設 を 設 置 す る 事 業

所 外 へ 放 出 さ れ る こ と を 抑 制 し 、 又 は 防 止 す る も の  

  → 該 当 施 設 な し  

選 定 の フ ロ ー  

「 廃 棄 物 管 理 施 設 の 位 置 、 構 造 及 び 設 備 の 基 準 に 関 す る 規 則 」 の 条 文 に 基 づ き 選 定  

 

 

 

「 安 全 機 能 を 有 す る 施 設 」 の 選 定 の 考 え 方  

  廃 棄 物 管 理 施 設 の 安 全 性 を 確 保 す る た め に 必 要 な 機 能 を 有 す る 建 家 、 設 備 及 び 機 器

か ら 構 成 さ れ る 施 設  

  → 表 １ － １ の と お り 選 定  

「 安 全 上 重 要 な 施 設 」 の 選 定 の 考 え 方  

安 全 機 能 を 有 す る 施 設 の う ち 、 そ の 機 能 の 喪 失 に よ り 、 公 衆 又 は 従 事 者 に 放 射 線 障

害 を 及 ぼ す お そ れ が あ る も の  

  → 該 当 施 設 な し  

安 全 設 計 上 想 定 さ れ る 事 故 が 発 生 し た 場 合 に 公 衆 又 は 従 事 者 に 及 ぼ す お そ れ が あ る

放 射 線 障 害 を 防 止 す る た め 、 放 射 性 物 質 又 は 放 射 線 が 廃 棄 物 管 理 施 設 を 設 置 す る 事 業

所 外 へ 放 出 さ れ る こ と を 抑 制 し 、 又 は 防 止 す る も の  

  → 該 当 施 設 な し  

選 定 の フ ロ ー  

「 廃 棄 物 管 理 施 設 の 位 置 、 構 造 及 び 設 備 の 基 準 に 関 す る 規 則 」 の 条 文 に 基 づ き 選 定  

 

 

 

 

記載の見直し  

 

 



〔添付書類五〕 

（第一条－３７） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

＜第一条まとめ資料＞  

イ ) 安全機能を有する施設について（第１条第２項１号）  

地 震 、 津 波 、 竜 巻 、 火 山 の 影 、 響 及 び そ の 他 の 外 部 か ら の 衝 撃 に

つ い て 評 価 を 行 い 、 そ の 結 果 か ら 、 事 業 許 可 基 準 規 則 に 定 義 さ れ る

安全上重要な施設はないとしている。  

廃棄物管理施設は、標高 24m～ 40m に設置しており、その供用中に

当 該 廃 棄 物 管 理 施 設 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 基 準 津 波 相

当による遡上高約 16.9 m を考慮しても、廃棄物管理施設に津波は到

達 し な い 。 ま た 、 地 震 、 竜 巻 及 び 火 山 の 影 響 以 外 の そ の 他 の 外 部 か

ら の 衝 撃 に つ い て は 、 建 家 に 損 傷 が な い た め 平 常 時 に 比 べ て 追 加 の

放 出 が な い こ と か ら 、 地 震 に よ る 建 家 へ の 影 響 を 超 え な い た め 、 建

家の損傷の程度から地震の評価に包絡される。  

地震、竜巻、火山の影響に対する評価の結果を以下に示す。  

 

①  地震  

1）損傷によって影響を受けるおそれがある放射性物質量  

Ｓ ク ラ ス に 属 す る 施 設 に 求 め ら れ る 程 度 の 静 的 地 震 力 に よ

る 損 傷 に よ り 影 響 を 受 け る お そ れ が あ る 建 家 、 設 備 及 び 機 器

について内包する放射性物質量を算出した。  

2）除染係数の設定  

建 家 外 へ 漏 え い す る 放 射 性 物 質 量 の 評 価 に お い て 、 建 家 、

設 備 及 び 機 器 の 影 響 評 価 を 行 い 、 そ れ ぞ れ の 損 傷 の 程 度 に 応

じて、除染係数を設定した。  

建家については、耐震重要度分類Ｂ クラス及びＣクラスで分類さ

れ る 建 家 は 除 染 係 数 を 1 と 設 定 し た 。 ま た 、 設 備 ・ 機 器 に つ い て

は、耐震重要度分類Ｂクラスのうち 耐震性の余裕が十分ある設備・

機器（セル及び地下式貯蔵ピット）は除染係数を 10、耐震重要度分

類Ｂクラスのうち耐震性の余裕が小 さい設備・機器及び耐震重要度

分類Ｃクラス  

 

（ 削 る ）  

 

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第一条－５５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

別 紙 １ － １  

廃 棄 物 管 理 施 設 の 地 震 に よ る 影 響 に つ い て  

 

 

１ ． 概 要  

 安 全 上 重 要 な 施 設 の 有 無 の 確 認 と し て 、 廃 棄 物 管 理 施 設 の 地 震 の 影 響 に

つ い て 評 価 し た 。  

評 価 に お い て は 、 廃 棄 物 管 理 施 設 に S ク ラ ス に 相 当 す る 地 震 が 発 生 し た

と 仮 定 し 、 施 設 の 損 傷 に よ り 放 射 性 物 質 が 漏 え い す る も の と し た 。  

評 価 の 結 果 、 施 設 及 び 設 備 の 損 傷 の 程 度 を 考 慮 し た 地 震 に よ る 公 衆 の 被

ば く は 、 別 添 資 料 １ に 示 す と お り 5mSv を 上 回 ら な い こ と を 確 認 し た 。  

 

２ ． 地 震 に よ る 廃 棄 物 管 理 施 設 の 損 傷 に つ い て  

  地 震 に よ る 廃 棄 物 管 理 施 設 の 損 傷 に つ い て は 以 下 の 考 え 方 と し た 。  

① 評 価 対 象 の 損 傷 に よ る 放 射 性 物 質 の 放 出 に よ り 、 一 般 公 衆 に 影 響 を 与

え る お そ れ の あ る 閉 じ 込 め 機 能 及 び 遮 蔽 機 能 の 喪 失  

② 廃 棄 物 管 理 施 設 を 構 成 す る 各 建 家 及 び 設 備 ・ 機 器 は 、 S ク ラ ス に 相 当

す る 地 震 に よ り 損 傷  

③ 評 価 対 象 の 廃 棄 物 管 理 施 設 は S ク ラ ス 施 設 が な い た め 、 損 傷 の 程 度

は 、 基 本 的 に は 全 損  

④ 耐 震 B ク ラ ス 施 設 の 場 合 は そ の 損 傷 の 程 度 を 検 討 し 、 損 傷 の 程 度 が 比

較 的 小 さ い と 考 え ら れ る も の は 一 部 損 傷 （ た と え ば 、 設 備 （ セ ル

等 ） ）  

⑤ 施 設 で 取 り 扱 う 放 射 性 廃 棄 物 の う ち 、 液 体 廃 棄 物 は 性 状 が 液 体 で あ る

こ と か ら 、 機 器 内 部 の 液 体 廃 棄 物 が 全 量 漏 え い  

   

３ ． 評 価 の 方 法  

地 震 に よ っ て 、 廃 棄 物 管 理 施 設 の 一 部 に 損 傷 が 生 じ る 可 能 性 が あ る 。  

こ の た め 、 損 傷 し た 部 分 か ら 放 出 さ れ 空 気 中 に 浮 遊 す る 放 射 性 物 質 の 量

を 評 価 し 、 こ れ に よ る 公 衆 被 ば く を 評 価 し た 。  

公 衆 被 ば く 評 価 の た め の 条 件 と し て 、 前 述 の 地 震 に よ る 廃 棄 物 管 理 施 設

の 損 傷 の 程 度 の 他 、 各 施 設 が 許 可 上 内 包 す る 放 射 能 （ イ ン ベ ン ト リ ） や そ

の 組 成 及 び 施 設 外 に 漏 え い す る 放 射 能 （ 放 出 イ ン ベ ン ト リ 対 象 ） 等 を 以 下

に 示 す と と も に 、 こ れ ら を ま と め た も の を 別 添 資 料 １ に 示 す 。  

な お 、 地 震 に よ り 廃 棄 物 管 理 施 設 の 遮 蔽 機 能 が 一 部 喪 失 し 、 ス カ イ シ ャ

イ ン 線 等 に よ る 外 部 被 ば く が 増 加 す る が 、 影 響 は 軽 微 で あ る 。  

 

（ 評 価 シ ナ リ オ ）  

評 価 は 、 放 射 性 廃 棄 物 が 、 そ れ ら を 取 り 扱 う 機 器 か ら 漏 え い も し く は 剥

離 し て 堰 や セ ル 等 に 漏 え い し 、 そ こ か ら 蒸 発 や 飛 散 に よ っ て 放 射 性 物 質 が

空 気 中 へ 移 行 、 地 震 で の 損 傷 に よ り 発 生 し た 亀 裂 や 隙 間 か ら 施 設 外 に 地 上

放 出 さ れ る 。  

地 上 放 出 さ れ た 放 射 性 物 質 は 、 施 設 か ら 周 辺 監 視 区 域 境 界 ま で の 間 で 、

「 発 電 用 原 子 炉 施 設 の 安 全 解 析 に 関 す る 気 象 指 針 に つ い て 」 （ 以 下 「 気 象

指 針 」 と い う 。 ） に 基 づ く 拡 散 率 に よ っ て 拡 散 す る 。  

こ の 拡 散 率 か ら 、 周 辺 監 視 区 域 境 界 の 空 気 中 に 浮 遊 す る 放 射 性 物 質 の

濃 度 を 評 価 し 、 公 衆 被 ば く を 評 価 し た 。  

（ 削 る ）  
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〔添付書類五〕 

（第一条－５９） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

表 5 廃 棄 物 管 理 施 設 の 各 建 家 か ら 周 辺 監 視 区 域 境 界 ま で の 距 離 及 び 拡 散 率  

建 家  設 備 、 機 器  
断 面

積 (m2) 
距 離  
(m) 

拡 散 率 χ ／
Ｑ  

(h/m 3)  

廃 液 処 理 棟  
廃 液 蒸 発 装 置 Ⅰ 、 化 学 処 理
装 置 、 廃 液 蒸 発 装 置 Ⅱ 、 セ
メ ン ト 固 化 装 置  

108 170 1.71×10 - 6  

β ・ γ 固 体 処 理
棟 Ⅰ  

β ・ γ 圧 縮 装 置 Ⅰ  145 50 2.81×10 - 6  

β ・ γ 固 体 処 理
棟 Ⅱ  

β ・ γ 圧 縮 装 置 Ⅱ  
130 35 3.30×10 - 6  

β ・ γ 一 時 格 納 庫 Ⅱ  
β ・ γ 固 体 処 理
棟 Ⅲ  

β ・ γ 焼 却 装 置  393 160 8.46×10 - 7  

β ・ γ 固 体 処 理
棟 Ⅳ  

β ・ γ 封 入 設 備 、 β ・ γ 貯
蔵 セ ル  

184 50 2.27×10 - 6  

α 固 体 処 理 棟  
α ホ ー ル 設 備 、 α 焼 却 装
置 、 α 封 入 設 備  

167 130 1.70×10 - 6  

固 体 集 積 保 管 場
Ⅰ  

（ 遮 蔽 機 能 ）  165 65 2.36×10 - 6  

固 体 集 積 保 管 場
Ⅱ  

な し  333 65 1.27×10 - 6  

固 体 集 積 保 管 場
Ⅲ  

な し  308 90 1.27×10 - 6  

固 体 集 積 保 管 場
Ⅳ  

な し  193 160 1.35×10 - 6  

α 固 体 貯 蔵 施 設  （ 遮 蔽 機 能 ）  65 65 4.84×10 - 6  

廃 液 貯 留 施 設 Ⅰ  廃 液 貯 槽 Ⅰ  52 130 3.04×10 - 6  

廃 液 貯 留 施 設 Ⅱ  廃 液 貯 槽 Ⅱ  35 170 2.42×10 - 6  

有 機 廃 液 一 時 格
納 庫  

な し  14 45 1.57×10 - 5  

β ・ γ 一 時 格 納
庫 Ⅰ  

β ・ γ 一 時 格 納 庫 Ⅰ  23 115 4.53×10 - 6  

α 一 時 格 納 庫  α 一 時 格 納 庫  44 105 4.09×10 - 6  

管 理 機 械 棟  分 析 フ ー ド  128 75 2.76×10 - 6  

固 体 廃 棄 物 減 容
処 理 施 設  

搬 出 入 室 、 前 処 理 セ ル （ 開
缶 エ リ ア ） 、 前 処 理 セ ル
（ 分 別 エ リ ア ） 、 焼 却 溶 融
セ ル 、 保 守 ホ ー ル 、 廃 樹 脂
乾 燥 室 、 固 体 廃 棄 物 減 容 処
理 施 設 廃 液 貯 槽  

473 80 8.93×10 - 7  

廃 棄 物 管 理 施 設
用 廃 液 貯 槽  

な し  4 115 5.73×10 - 6  

 
 
４ ． 評 価 結 果  
 別 添 資 料 1 示 す と お り 、 閉 じ 込 め 機 能 の 喪 失 に よ る 内 部 被 ば く は 廃 棄 物 管
理 施 設 全 体 で 5.6×10 - 1ｍ Sv で あ る 。 ま た 、 別 添 資 料 2 に 示 す と お り 、 外 部 被
ば く は 4.0×10- 3ｍ Sv で あ る 。  

 な お 、 地 震 に よ る 建 家 、 設 備 及 び 機 器 の 遮 蔽 機 能 の 喪 失 （ 固 体 集 積
保 管 場 Ⅰ の 西 側 最 前 部 の す べ て の 遮 蔽 ス ラ ブ が 落 下 ） に よ る 実 効 線 量
1.2×10 - 1 mSv を 考 慮 し て も 、 敷 地 周 辺 の 実 効 線 量 は 6.8× 
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〔添付書類五〕 

（第一条－７６） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

別 紙 １ － ２  

 

廃 棄 物 管 理 施 設 の 竜 巻 の 影 響 の 評 価 に つ い て  

 

 

１ ． 概 要  

安 全 上 重 要 な 施 設 の 有 無 の 確 認 と し て 、 廃 棄 物 管 理 施 設 の 竜 巻 の 影 響 に つ い

て 評 価 し た 。 評 価 に 用 い た 竜 巻 の 最 大 風 速 は 、 設 計 竜 巻 相 当 の 竜 巻 と 同 等 の

100m/s と し た 。 他 の 特 性 値 は ラ ン キ ン 渦 モ デ ル を 仮 定 し て 設 定 し た 。 評 価 の 結

果 、 施 設 の 建 家 及 び 設 備 （ セ ル 等 ） の 損 傷 の 程 度 を 考 慮 し た 公 衆 の 被 ば く は 、

5mSv を 超 え な い こ と を 確 認 し た 。  

 

２ ． 安 全 上 重 要 な 施 設 の 有 無 の 確 認  

2.1 施 設 の 損 傷 の 評 価 に つ い て  

廃 棄 物 管 理 施 設 （ 放 出 前 廃 液 を 貯 留 す る 排 水 監 視 施 設 を 除 く 18 施 設 ） の 建 家

及 び 設 備 （ セ ル 等 ） に つ い て 、 風 圧 等 に よ る 荷 重 及 び 飛 来 物 の 影 響 を 評 価 し

た 。  

建 家 の 壁 の 厚 さ が 150mm 未 満 の 施 設 に つ い て は 、 風 圧 等 に よ る 荷 重 及 び 飛

来 物 の 影 響 に よ り 損 傷 す る と 考 え ら れ る こ と か ら 評 価 せ ず 、 評 価 の 結 果 を 損

傷 す る と し た 。 ま た 、 建 家 ま た は 設 備 が 内 包 す る 機 器 等 も 同 様 に 評 価 せ ず 、

評 価 の 結 果 を 損 傷 す る と し た 。  

公 衆 被 ば く の 評 価 に 用 い る 、 施 設 の 損 傷 に 応 じ た 除 染 係 数 の 設 定 の 考 え 方 の

フ ロ ー 図 を 図 1 に 示 す 。  

評 価 用 竜 巻 の 特 性 値 は 、 竜 巻 影 響 評 価 ガ イ ド に 従 い 、 ラ ン キ ン 渦 モ デ ル を 仮

定 し て 設 定 し た 。  

評 価 用 竜 巻 の 特 性 値 を 表 1 に 示 す 。  

評 価 用 竜 巻 に よ る 評 価 用 飛 来 物 に つ い て は 、 施 設 周 辺 の 状 況 と し て 、 交 通 量

の 多 い 国 道 51 号 か ら の 自 動 車 の 飛 来 を 考 慮 し 、 竜 巻 影 響 評 価 ガ イ ド を 参 考 に 鋼

製 材 及 び 自 動 車 （ 軽 自 動 車 、 乗 用 車 、 ワ ゴ ン 、 大 型 バ ス ） を 選 定 し た 。  

選 定 し た 評 価 用 飛 来 物 の 飛 散 す る 距 離 、 高 さ 及 び 速 度 （ 水 平 及 び 鉛 直 ） は 、

竜 巻 に よ る 物 体 の 浮 上 ・ 飛 来 解 析 コ ー ド TONBOS を 用 い 、 ラ ン キ ン 渦 モ デ ル に て

算 出 し た 。 ま た 、 敷 地 内 は 樹 木 の 植 生 等 か ら 、 国 道 51 号 に つ い て は 自 動 車 の 移

動 に よ り 空 気 が か き 混 ぜ ら れ て い る こ と か ら 、 こ れ ら の 場 所 で の 竜 巻 の 発 生 は

考 え ら れ ず 、 竜 巻 は 200m 遠 方 か ら 選 定 し た 評 価 用 飛 来 物 に 近 づ く も の と し た 。  

選 定 し た 評 価 用 飛 来 物 の 衝 撃 荷 重 は 、 J.D.Riera 式 に よ り 算 出 し た 。 ま た 、 コ

ン ク リ ー ト の 貫 通 限 界 厚 さ を 修 正 NDRC 式 及 び Degen 式 に よ り 、 裏 面 剥 離 厚 さ を

Chang 式 に よ り 、 鋼 板 の 貫 通 限 界 厚 さ を BRL 式 に よ り 算 出 し た 。  

自 動 車 の 衝 突 に よ り 発 生 す る 火 災 の 影 響 の 評 価 は 、 航 空 機 の 落 下 に よ り 発 生

す る 火 災 の 影 響 の 評 価 の 手 法 と 同 じ と し た 。  

評 価 用 飛 来 物 に よ る 衝 撃 荷 重 等 の 結 果 を 表 2 に 示 す 。  

表 2 に 示 す 値 を 用 い た 影 響 評 価 の 結 果 を 表 3 か ら 表 7 に 示 す 。  

 

2.2 被 ば く の 評 価 に つ い て  
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（第一条－９３） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

別紙１－３  

 

火 山 の 影 響 に つ い て  

 

 

１ ． 概 要  

 ま ず 、 安 全 上 重 要 な 施 設 の 有 無 の 確 認 と し て 、 廃 棄 物 管 理 施 設 へ の 火 山 の 影

響 に つ い て 評 価 し た 。 火 山 の 影 響 の 評 価 は 、 「 原 子 力 発 電 所 の 火 山 影 響 評 価 ガ

イ ド 」 を 参 考 に 実 施 す る こ と と し た 。 廃 棄 物 管 理 施 設 （ 放 出 前 廃 液 を 貯 留 す る

排 水 監 視 施 設 を 除 く ） へ の 影 響 が 考 え ら れ る 火 山 現 象 は 、 降 下 火 砕 物 の う ち の

火 山 灰 の 降 下 で あ る 。 こ の た め 、 火 山 灰 の 堆 積 に よ る 建 家 の 屋 根 お よ び 設 備

（ セ ル 等 ） の 天 井 に つ い て 健 全 性 を 評 価 し 、 こ の 結 果 を 基 に 公 衆 被 曝 を 評 価 し

た （ 図 1 参 照 ） 。 評 価 の 結 果 、 公 衆 被 曝 は 2.1×10 - 1 mSv で あ り 5mSv を 超 え な い

こ と か ら 、 火 山 の 影 響 に 対 し て 安 全 上 重 要 な 施 設 は な い 。  

 次 に 、 設 計 要 求 の 評 価 と し て 、 同 様 に 火 山 灰 の 堆 積 に よ る 建 家 の 屋 根 お よ び

設 備 （ セ ル 等 ） の 天 井 に つ い て の 健 全 性 を 評 価 し た 。 気 象 庁 の デ ー タ を 基 に 抽

出 し た 火 山 に つ い て 、 文 献 を 基 に 降 灰 量 を 詳 細 に 調 査 し た 結 果 、 敷 地 及 び そ の

周 辺 に お け る 降 下 火 砕 物 の 層 厚 は 極 微 量 で あ る こ と か ら 、 施 設 の 設 計 要 求 と し

て は 火 山 灰 の 降 灰 を 考 慮 し な い こ と と し た 。 こ の た め 、 設 計 要 求 の 評 価 と し て

は 、 建 家 の 屋 根 の 健 全 性 が 維 持 さ れ る こ と か ら 施 設 の 安 全 機 能 が 損 な わ れ る こ

と は な い 。  

ま た 、 事 業 者 と し て は 、 降 下 火 砕 物 の 除 去 作 業 に 必 要 な 保 護 具 や 資 機 材 を 常

備 す る と と も に 、 火 山 活 動 を 確 認 し 降 下 火 砕 物 が 飛 来 し た 場 合 は 、 廃 棄 物 の 処

理 を 中 止 し 、 給 排 気 設 備 の 運 転 を 停 止 す る 措 置 を 講 じ る こ と と す る 。  

 

 

２ ． 廃 棄 物 管 理 施 設 へ の 影 響 が 考 え ら れ る 火 山 現 象  

 主 な 火 山 現 象 は 、 火 山 灰 の 降 下 、 火 砕 流 、 サ ー ジ 、 ブ ラ ス ト 、 溶 岩 流 、 岩 屑

な だ れ 、 地 滑 り 、 斜 面 崩 壊 、 火 山 土 石 流 、 火 山 泥 流 、 洪 水 、 火 山 か ら 発 生 す る

飛 来 物 及 び 火 山 ガ ス で あ る 。  

 大 洗 研 究 所 か ら 160km 以 内 に あ る 活 火 山 ＊ 1 の う ち 、 最 も 近 い 活 火 山 は 約 98km

の 距 離 に あ る 高 原 山 （ 図 2 参 照 ） で あ り 、 火 山 か ら 発 生 す る 飛 来 物 、 溶 岩 流 、

岩 屑 な だ れ 、 地 滑 り お よ び 斜 面 崩 壊 に つ い て は 対 象 外 と な る （ 火 山 か ら 発 生 す

る 飛 来 物 は 10km 以 内 、 溶 岩 流 、 岩 屑 な だ れ 、 地 滑 り お よ び 斜 面 崩 壊 は 50km 以

内 が 対 象 ） 。  

 ま た 、 火 山 土 石 流 、 火 山 泥 流 、 洪 水 、 火 砕 流 、 サ ー ジ 、 ブ ラ ス ト 、 火 山 ガ ス

つ い て は 、 大 洗 研 究 所 に 到 達 す る 前 に 停 止 ま た は 十 分 に 拡 散 す る 。  

 こ れ ら の こ と か ら 、 廃 棄 物 管 理 施 設 へ の 影 響 が 考 え ら れ る 火 山 現 象 は 火 山 灰

の 降 下 の み と な る 。  
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各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第一条－１０８） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 （ 削 る ）  

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第二条－５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

表１  遮蔽機能を設ける施設と廃棄物区分  

建家  処理を行う放射性廃棄物  

廃液貯留施設Ⅱ  
液体廃棄物Ｂ  

廃液処理棟  

廃液貯留施設Ⅱ  液体廃棄物Ｃ  

β・γ固体処理棟Ⅳ  

β・γ固体廃棄物Ｂ  固体集積保管場Ⅰ  

固体集積保管場Ⅳ  

α固体処理棟  

α固体廃棄物Ｂ  α固体貯蔵施設  

固体廃棄物減容処理施設  

 

 

表２  遮蔽機能を設ける施設及び設備  

建家  設備 *1 遮蔽機能  

廃液貯留施設Ⅱ  廃液貯槽Ⅱ  貯槽のコンクリート  

廃液処理棟  廃液蒸発装置Ⅱ  周囲壁  

β・γ固体処理棟Ⅳ  
β ･γ封入設備  コンクリート製セル  

β ･γ貯蔵セル  コンクリート製セル  

固体集積保管場Ⅰ  ―  
遮蔽スラブ  

周囲壁  

固体集積保管場Ⅳ  ―  壁  

α固体処理棟  封入セル  コンクリート製セル  

α固体貯蔵施設  貯蔵ピット  
貯蔵設備の  

上部コンクリート  

固体廃棄物減容処理施

設  
各種セル  

コンクリート製セル  

*1：建家名と同名の設備は「―」とする。  

 

 

表１  遮蔽機能を設ける施設と廃棄物区分  

建家  処理を行う放射性廃棄物  

廃液貯留施設Ⅱ  
液体廃棄物Ｂ  

廃液処理棟  

β・γ固体処理棟Ⅳ  

β・γ固体廃棄物Ｂ  固体集積保管場Ⅰ  

固体集積保管場Ⅳ  

α固体処理棟  

α固体廃棄物Ｂ  α固体貯蔵施設  

固体廃棄物減容処理施設  

 

 

 

表２  遮蔽機能を設ける施設及び設備  

建家  設備 *1 遮蔽機能  

廃液貯留施設Ⅱ  廃液貯槽Ⅱ  貯槽のコンクリート  

廃液処理棟  廃液蒸発装置Ⅱ  周囲壁  

β・γ固体処理棟Ⅳ  
β ･γ封入設備  コンクリート製セル  

β ･γ貯蔵セル  コンクリート製セル  

固体集積保管場Ⅰ  ―  
遮蔽スラブ  

周囲壁  

固体集積保管場Ⅳ  ―  壁  

α固体処理棟  封入セル  コンクリート製セル  

α固体貯蔵施設  貯蔵ピット  
貯蔵設備の  

上部コンクリート  

固体廃棄物減容処理施

設  
各種セル  

コンクリート製セル  

*1：建家名と同名の設備は「―」とする。  

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物 Cの記載の

削除  

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第二条－１６） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

は 1 割強の余裕を持つ。  

なお、管理区域内の線源が管理区域境界から 1m 内側にあると仮

定すれば、残りの業務時間においても管理区域境界から 5m 離れ

ていれば、時間の設定において 1 割強の余裕をみていることか

ら、「線量告示」で定める管理区域の基準 1.3mSv/3 カ月を超え

ることはない。  

  

ロ ) 廃棄物管理施設の遮蔽について（第２条解釈第１項第２号）  

廃 棄 物 管 理 施 設 の ス カ イ シ ャ イ ン の 評 価 の 前 提 条 件 は 、 以 下 の

とおりである。  

(1) 線 源 は 廃 棄 物 管 理 施 設 で 受 入 れ 又 は 処 理 す る 液 体 廃 棄 物 及 び 固

体 廃 棄 物 並 び に 管 理 す る 廃 棄 物 パ ッ ケ ー ジ 及 び 保 管 す る 保 管 体 と

す る 。 こ の う ち 、 固 体 廃 棄 物 に つ い て は 、 速 や か に 処 理 し て 廃 棄

体 と し 、 最 終 的 に 管 理 施 設 に 貯 蔵 す る こ と 、 管 理 施 設 が 満 杯 と な

っ た 場 合 は 、 廃 棄 物 を 一 切 受 入 れ な い こ と か ら 、 固 体 集 積 保 管 場

Ⅰ 、 固 体 集 積 保 管 場 Ⅱ 、 固 体 集 積 保 管 場 Ⅲ 、 固 体 集 積 保 管 場 Ⅳ 及

びα固体貯蔵施設を評価対象とする。  

ま た 、 液 体 廃 棄 物 に つ い て は 、 一 部 は 廃 棄 体 と な ら ず に 一 般 排

水 す る こ と 、 処 理 の 過 程 で 処 理 能 力 の 小 さ い 設 備 の 手 前 で は 液 体

廃 棄 物 が 滞 留 す る こ と か ら 、 廃 液 貯 槽 Ⅰ 、 廃 液 貯 槽 Ⅱ 、 廃 液 蒸 発

装 置 Ⅱ の う ち 濃 縮 液 受 槽 、 化 学 処 理 装 置 の う ち ス ラ ッ ジ 貯 槽 及 び

セ メ ン ト 固 化 装 置 の う ち ス ラ ッ ジ 槽 を 評 価 対 象 と す る 。 （ 添 付 書

類六  5.3.1 計算条件）  

 

 

 

(2) 廃 棄 物 管 理 施 設 の 各 建 家 は 周 辺 監 視 区 域 外 と 標 高 差 を 設 け 土 壌

により直接線を遮蔽している。（添付書類六  5.3.2 計算方法）  

（削る）  

 

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第二条－２７） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

表２－２  遮蔽計算における線源と線源の管理（担保）方法  

施  設  

線  源  

線 源 の 管 理 （ 担 保 ） 方 法  

設 備 ・ 容 器  

廃 液 処 理 棟  

 

化 学 処 理 装 置 の う ち ス ラ ッ ジ

貯 槽  

・ 高 水 位 警 報 の 設 定 に よ り 貯 槽 の 液 量 を 管 理  

・ ス ラ ッ ジ の 測 定 に よ り 放 射 性 物 質 濃 度 を 管 理  

廃 液 蒸 発 装 置 Ⅱ の う ち 濃 縮 液

受 槽  

・ 高 水 位 警 報 の 設 定 に よ り 貯 槽 の 液 量 を 管 理  

・ 濃 縮 液 の 測 定 に よ り 放 射 性 物 質 濃 度 を 管 理  

セ メ ン ト 固 化 装 置 の う ち ス ラ

ッ ジ 貯 槽  

・ 高 水 位 警 報 の 設 定 に よ り 貯 槽 の 液 量 を 管 理  

・ ス ラ ッ ジ の 測 定 に よ り 放 射 性 物 質 濃 度 を 管 理  

廃 液 貯 留 施 設 Ⅰ  廃 液  

貯 槽 Ⅰ  

 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

製 貯 槽 （ 2 0 0 ｍ 3 ） 3

基  

・ 高 水 位 警 報 の 設 定 に よ り 貯 槽 の 液 量 を 管 理  

・ 廃 液 の 測 定 に よ り 放 射 性 物 質 濃 度 を 管 理  

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

製 貯 槽 （ 4 0 0 ｍ 3 ） 1

基  

・ 高 水 位 警 報 の 設 定 に よ り 貯 槽 の 液 量 を 管 理  

・ 廃 液 の 測 定 に よ り 放 射 性 物 質 濃 度 を 管 理  

鉄 筋 コ ン ク  

リ ー ト 製 貯 槽 （ 2 0 0

ｍ 3 ） 1 基 （ 放 出 前

廃 液 用 ）  

・ 高 水 位 警 報 の 設 定 に よ り 貯 槽 の 液 量 を 管 理  

・ 廃 液 の 測 定 に よ り 放 射 性 物 質 濃 度 を 管 理  

鉄 筋 コ ン ク  

リ ー ト 製 貯 槽 （ 2 0 0

ｍ 3 ） 1 基 （ 処 理 済

廃 液 用 ）  

・ 高 水 位 警 報 の 設 定 に よ り 貯 槽 の 液 量 を 管 理  

・ 廃 液 の 測 定 に よ り 放 射 性 物 質 濃 度 を 管 理  

廃 液 貯 留 施 設 Ⅱ  廃 液 貯

槽 Ⅱ  

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

製 貯 槽 （ 7 0 ｍ 3 ） 4

基  

・ 高 水 位 警 報 の 設 定 に よ り 貯 槽 の 液 量 を 管 理  

・ 廃 液 の 測 定 に よ り 放 射 性 物 質 濃 度 を 管 理  

β ・ γ 固 体 処 理

棟 Ⅳ  

β ・ γ 封 入 設 備  

 

・ 運 転 記 録 で 個 数 を 管 理  

・ 受 入 時 の 確 認 に よ り 放 射 性 物 質 濃 度 を 管 理  

β ・ γ 固 体 処 理

棟 Ⅳ  

β ・ γ 貯 蔵 セ ル  

 

・ 運 転 記 録 で 個 数 を 管 理 す る 。  

・ 受 入 時 の 確 認 に よ り 放 射 性 物 質 濃 度 を 管 理  

α 固 体 処 理 棟  α 封 入 設 備  

 

・ 運 転 記 録 で 個 数 を 管 理  

・ 受 入 時 の 確 認 に よ り 放 射 性 物 質 濃 度 を 管 理  
 

（削る）  

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第二条－２８） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

固 体 集 積 保 管 場

Ⅰ  

ブ ロ ッ ク 型 廃 棄 物 パ ッ ケ ー ジ

（ 容 積 1 . 8ｍ 3 ） 2 5 6 0ｍ 3  

・ 保 安 規 定 に 定 め る 廃 棄 物 パ ッ ケ ー ジ の 表 面 の 線

量 率 に よ る 積 載 方 法 を 満 足 す る よ う 管 理  

ブ ロ ッ ク 型 廃 棄 物 パ ッ ケ ー ジ

（ 容 積 1 . 0ｍ 3 ） 1 4 2 2ｍ 3  

・ 保 安 規 定 に 定 め る 廃 棄 物 パ ッ ケ ー ジ の 表 面 の 線

量 率 に よ る 積 載 方 法 を 満 足 す る よ う 管 理  

固 体 集 積 保 管 場

Ⅱ  

ド ラ ム 缶 型 廃 棄 物 パ ッ ケ ー ジ

1 8 6 2ｍ 3  

・ 保 安 規 定 に 定 め る 廃 棄 物 パ ッ ケ ー ジ の 表 面 の 線

量 率 に よ る 積 載 方 法 を 満 足 す る よ う 管 理  

固 体 集 積 保 管 場

Ⅲ  

ド ラ ム 缶 型 廃 棄 物 パ ッ ケ ー ジ

1 2 0 0ｍ 3  

・ 保 安 規 定 に 定 め る 廃 棄 物 パ ッ ケ ー ジ の 表 面 の 線

量 率 に よ る 積 載 方 法 を 満 足 す る よ う 管 理  

固 体 集 積 保 管 場

Ⅳ  

ド ラ ム 缶 型 廃 棄 物 パ ッ ケ ー ジ

6 6 7ｍ 3   

・ 保 安 規 定 に 定 め る 廃 棄 物 パ ッ ケ ー ジ の 表 面 の 線

量 率 に よ る 積 載 方 法 を 満 足 す る よ う 管 理  

α 固 体 貯 蔵 施 設  3 9 8 孔  1 3 2ｍ 3  ・ 保 安 規 定 に 定 め る 密 封 容 器 の 放 射 性 物 質 の 量 に

よ る 貯 蔵 方 法 を 満 足 す る よ う 管 理  

固 体 廃 棄 物 減 容

処 理 施 設  

減 容

処 理

設 備  

搬 出 入 室  ・ 運 転 記 録 で 個 数 を 管 理  

・ 受 入 時 の 確 認 に よ り 放 射 性 物 質 濃 度 を 管 理  搬 出 入 室  

( 廃 棄 物 搬 出 入 ピ ッ

ト )  

前 処 理 セ ル （ 開 缶 エ リ

ア ）  

前 処 理 セ ル （ 分 別 エ リ

ア ）  

焼 却 溶 融 セ ル  

保 守 ホ ー ル  ・ 保 守 （ 非 定 常 作 業 ） 時 の 線 量 に よ り 管 理  

廃 樹 脂 乾 燥 室  ・ 受 入 時 の 確 認 に よ り 放 射 性 物 質 濃 度 を 管 理  

・ 廃 樹 脂 の 計 量 に よ り 管 理  

廃 棄 物 受 払 室  ・ 廃 棄 物 表 面 の 線 量 率 に よ り 管 理  

固 体 廃 棄 物 減 容 処 理 施 設 廃 液

貯 槽  

・ 貯 槽 の 液 量 を 管 理  

・ 廃 液 の 測 定 に よ り 放 射 性 物 質 濃 度 を 管 理  

 

 

（削る）  

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第二条－３３） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

別紙２－１  

 

廃棄物管理施設の直接線及びスカイシャイン線からの実効線量について 

 

廃棄物管理施設の直接線及びスカイシャイン線からの実効線量につい

て、以下に示すとおり計算している。  

 

1. 計算条件  

(1) 線源  

線 源 は 、 廃 棄 物 管 理 施 設 で 受 け 入 れ 又 は 処 理 す る 液 体 廃 棄 物 及

び 固 体 廃 棄 物 並 び に 管 理 す る 廃 棄 物 パ ッ ケ ー ジ 及 び 保 管 す る 保 管

体とした。  

こ の う ち 、 固 体 廃 棄 物 に つ い て は 、 速 や か に 処 理 し て 廃 棄 体 と

し 、 最 終 的 に 管 理 施 設 に 貯 蔵 す る こ と 、 管 理 施 設 が 満 杯 と な っ た

場 合 は 、 廃 棄 物 を 一 切 受 け 入 れ な い こ と か ら 、 固 体 集 積 保 管 場

Ⅰ 、 固 体 集 積 保 管 場 Ⅱ 、 固 体 集 積 保 管 場 Ⅲ 、 固 体 集 積 保 管 場 Ⅳ 及

び α 固 体 貯 蔵 施 設 を 評 価 対 象 と し た 。 さ ら に 、 液 体 廃 棄 物 に つ い

て は 、 一 部 は 廃 棄 体 と な ら ず に 一 般 排 水 す る こ と 、 処 理 の 過 程 で

処 理 能 力 の 小 さ い 設 備 の 手 前 で は 液 体 廃 棄 物 が 滞 留 す る こ と か

ら 、 放 射 性 物 質 濃 度 の 高 い 液 体 廃 棄 物 を 貯 留 す る 貯 槽 又 は 大 量 の

液 体 廃 棄 物 を 貯 留 す る 貯 槽 が 、 実 効 線 量 の 評 価 に 有 意 な 影 響 を 与

え る 評 価 対 象 と な る こ と か ら 、 こ れ ら に 該 当 す る 廃 液 貯 槽 Ⅰ 、 廃

液 貯 槽 Ⅱ 、 廃 液 蒸 発 装 置 Ⅱ の う ち 濃 縮 液 受 槽 、 化 学 処 理 装 置 の う

ち ス ラ ッ ジ 貯 槽 及 び セ メ ン ト 固 化 装 置 の う ち ス ラ ッ ジ 槽 を 評 価 対

象とした。  

 

放 射 性 物 質 を 内 包 す る 貯 槽 類 は 、 別 添 に 示 す 液 体 廃 棄 物 の 処

理 系 統 と 線 源 条 件 に 全 て 記 載 し 、 遮 蔽 線 源 と し て 考 慮 し て い な

い も の に つ い て は 、 そ の 理 由 を 別 表 に 示 す 。 な お 、 セ メ ン ト 固

化装置  

（削る）  
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〔添付書類五〕 

（第二条－３５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

建  家  名  線  源  放 射 能 量 (Bq) 

廃 液 処 理 棟  

化 学 処 理 装 置 の う ち ス ラ

ッ ジ 貯 槽  
2.96×10 9 

廃 液 蒸 発 装 置 Ⅱ の う ち 濃

縮 液 受 槽  
4.04×10 1 0  

セ メ ン ト 固 化 装 置 の う ち

ス ラ ッ ジ 槽  
5.55×10 8 

廃 液 貯 留 施 設 Ⅰ  

廃 液  

貯 槽

Ⅰ  

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

製 貯 槽 (200m 3)3 基  
2.22×10 1 0  

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

製 貯 槽 (400m 3)1 基  
1.48×10 1 0  

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

製 貯 槽 (200m 3)1 基

（ 放 出 前 廃 液 用 ）  

7.40×10 7 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

製 貯 槽 (200m 3)1 基

（ 処 理 済 廃 液 用 ）  

7.40×10 8 

廃 液 貯 留 施 設 Ⅱ  

廃 液  

貯 槽

Ⅱ  

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

製 貯 槽 (70m 3)4 基  
1.04×10 1 3  

固 体 集 積 保 管 場 Ⅰ  

ブ ロ ッ ク 型 廃 棄 物 パ ッ ケ

ー ジ （ 容 積 1.8m 3） 2560 m 3  
4.15×10 1 5  

ブ ロ ッ ク 型 廃 棄 物 パ ッ ケ

ー ジ （ 容 積 1m3） 1422 m 3  
7.34×10 1 4  

固 体 集 積 保 管 場 Ⅱ  
ド ラ ム 缶 型 廃 棄 物 パ ッ ケ

ー ジ 1862m 3  
4.10×10 1 2  

固 体 集 積 保 管 場 Ⅲ  
ド ラ ム 缶 型 廃 棄 物 パ ッ ケ

ー ジ 1200m 3    
5.13×10 1 2  

固 体 集 積 保 管 場 Ⅳ  
ド ラ ム 缶 型 廃 棄 物 パ ッ ケ

ー ジ 667m 3    
1.44×10 1 2  

α 固 体 貯 蔵 施 設  398 孔  132 m 3  4.42×10 1 6  

 

 

 

（削る）  

 

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第二条－４０） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

  

 

（削る）  

 

 

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第三条－３） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

表 1 閉じ込め機能を設ける設備  

建家  設備 *1 備考 *2 

廃液処理棟  

廃液蒸発装置Ⅰ  ベント系接続 *3 

化学処理装置  上部開放 *3 

廃液蒸発装置Ⅱ  ベント系接続 *3 

セメント固化装置  ―  

廃棄物管理施設用廃液

貯槽  

―  上部開放 *3 

排水監視施設  排水監視設備  上部開放 *3 

β・γ固体処理棟Ⅰ  β・γ圧縮装置Ⅰ  ―  

β・γ固体処理棟Ⅱ  β・γ圧縮装置Ⅱ  ―  

β・γ固体処理棟Ⅲ  

β・γ焼却装置  ―  

β・γ固体処理棟Ⅲ廃

液貯槽  

―  

β ･γ固体処理棟Ⅳ  
β ･γ封入設備  ―  

β ･γ貯蔵セル  ―  

α固体処理棟  

α封入設備  ―  

α焼却装置  ―  

αホール設備  ―  

α固体処理棟予備処理

装置  

―  

固体集積保管場Ⅰ  ―  ―  

廃液貯留施設Ⅰ  
処理済廃液貯槽  上部開放 *3 

廃液貯槽Ⅰ  上部開放 *3 

廃液貯留施設Ⅱ  廃液貯槽Ⅱ  上部開放 *3 

有機廃液一時格納庫  ―  ―  

管理機械棟  
分析フード  ―  

保管容器  ―  

固体廃棄物減容処理施

設  

各種セル  一部セルライニ

ング *4 

*1：建家名と同名の設備は「―」とする。  

表 1 閉じ込め機能を設ける設備  

建家  設備 *1 備考 *2 

廃液処理棟  

廃液蒸発装置Ⅰ  ベント系接続 *3 

廃液蒸発装置Ⅱ  ベント系接続 *3 

セメント固化装置  ―  

廃棄物管理施設用廃液

貯槽  

―  上部開放 *3 

排水監視施設  排水監視設備  上部開放 *3 

β・γ固体処理棟Ⅰ  β・γ圧縮装置Ⅰ  ―  

β・γ固体処理棟Ⅱ  β・γ圧縮装置Ⅱ  ―  

β・γ固体処理棟Ⅲ  

β・γ焼却装置  ―  

β・γ固体処理棟Ⅲ廃

液貯槽  

―  

有機溶媒貯槽  ―  

β ･γ固体処理棟Ⅳ  
β ･γ封入設備  ―  

β ･γ貯蔵セル  ―  

α固体処理棟  

α封入設備  ―  

α焼却装置  ―  

αホール設備  ―  

α固体処理棟予備処理

装置  

―  

固体集積保管場Ⅰ  ―  ―  

廃液貯留施設Ⅰ  
処理済廃液貯槽  上部開放 *3 

廃液貯槽Ⅰ  上部開放 *3 

廃液貯留施設Ⅱ  廃液貯槽Ⅱ  上部開放 *3 

管理機械棟  
分析フード  ―  

保管容器  ―  

固体廃棄物減容処理施

設  

各種セル  一部セルライニ

ング *4 

 

*1：建家名と同名の設備は「―」とする。  

 

 

 

化学処理装置の使用

の停止に伴う削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

液 体 廃 棄 物 の 受 入 れ

施設の見直し  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有 機 廃 液 一 時 格 納 庫

の削除  

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第三条－８） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

装 置 、 β ・ γ 圧 縮 装 置 Ⅰ 、 β ・ γ 圧 縮 装 置 Ⅱ 、 β ・ γ 焼 却 装 置 、 β ･

γ 封 入 設 備 、 β ･γ 貯 蔵 セ ル 、 α 封 入 設 備 、 α 焼 却 装 置 、 α ホ ー ル 設

備、α固体処理棟予備処理装置、分析フード、前処理セル、焼却溶融セ

ル、保守ホール、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽とする。この内、α

封入設備、α焼却装置、αホール設備、α固体処理棟予備処理装置は、

β・γ核種を取り扱う設備より負圧を深くし、隣接する区域の空気はこ

の区域に流入するようにして、他の区域へ流れ難いように設計する。  

 

解釈第２項第３号について  

液体廃棄物を内蔵する設備・機器は、漏えいの発生防止、漏えいの早

期検出及び拡大防止する設計とする。また、建家については、液体廃棄

物の建家外への漏えい防止、気体廃棄物の敷地外への管理されない放出

の防止を考慮した設計とする。  

液体廃棄物を内蔵する設備及び機器は廃液蒸発装置Ⅰ、化学処理装

置、廃液蒸発装置Ⅱ、排水監視設備、β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽、

処理済廃液貯槽、廃液貯槽Ⅰ、廃液貯槽Ⅱである。それぞれ、ピット

や堰、漏えい検出器を備える設計とする。また、貯槽はステンレス鋼

板又は合成樹脂でライニングし、漏えいを防止する設計とする。  

 

解釈第２項第４号について  

廃棄物管理施設で取り扱う放射性廃棄物を搬送する設備は、落下防止

を考慮した吊り具を用いる設計とする。  

 

廃棄物パッケージ（添付書類五  2.5 項 (1) 抜粋）  

廃 棄 物 パ ッ ケ ー ジ は 通 常 時 に 取 り 扱 う 最 大 高 さ か ら の 落 下 に 対 し て

も、破損により内容物が漏出し難い強度を有する構造の容器とする。  

廃棄物パッケージの取扱いは、落下 防止を考慮した専用の吊り具

及びパレットによって行うとともに 、使用するクレーン、フォーク

リフト及びエレベータ  

装 置 、 β ・ γ 圧 縮 装 置 Ⅰ 、 β ・ γ 圧 縮 装 置 Ⅱ 、 β ・ γ 焼 却 装 置 、 β ･

γ 封 入 設 備 、 β ･γ 貯 蔵 セ ル 、 α 封 入 設 備 、 α 焼 却 装 置 、 α ホ ー ル 設

備、α固体処理棟予備処理装置、分析フード、前処理セル、焼却溶融セ

ル、保守ホール、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽とする。この内、α

封入設備、α焼却装置、αホール設備、α固体処理棟予備処理装置は、

β・γ核種を取り扱う設備より負圧を深くし、隣接する区域の空気はこ

の区域に流入するようにして、他の区域へ流れ難いように設計する。  

 

解釈第２項第３号について  

液体廃棄物を内蔵する設備・機器は、漏えいの発生防止、漏えいの早

期検出及び拡大防止する設計とする。また、建家については、液体廃棄

物の建家外への漏えい防止、気体廃棄物の敷地外への管理されない放出

の防止を考慮した設計とする。  

液体廃棄物を内蔵する設備及び機器は廃液蒸発装置Ⅰ、廃液蒸発装置

Ⅱ、排水監視設備、有機溶媒貯槽、β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽、処理

済廃液貯槽、廃液貯槽Ⅰ、廃液貯槽Ⅱである。それぞれ、ピットや堰、

漏えい検出器を備える設計とする。また、貯槽はステンレス鋼板又は合

成樹脂でライニングし、漏えいを防止する設計とする。  

 

解釈第２項第４号について  

廃棄物管理施設で取り扱う放射性廃棄物を搬送する設備は、落下防止

を考慮した吊り具を用いる設計とする。  

 

廃棄物パッケージ（添付書類五  2.5 項 (1) 抜粋）  

廃 棄 物 パ ッ ケ ー ジ は 通 常 時 に 取 り 扱 う 最 大 高 さ か ら の 落 下 に 対 し て

も、破損により内容物が漏出し難い強度を有する構造の容器とする。  

廃棄物パッケージの取扱いは、落下防止を考慮した専用の吊り具

及びパレットによって行うとともに 、使用するクレーン、フォーク

リフト及びエレベータ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学処理装置の使用

の停止に伴う削除及

び液体廃棄物の受入

れ施設の見直し  

 

 



〔添付書類五〕 

（第三条－１１） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

ロ）  廃棄物の漏えい及び散逸防止（第 3 条解釈第２項第３号、５号）  

廃棄物管理施設では、放射性廃棄物 の性状及び処理過程ごとに 漏

えい及び散逸防止の方法により、放 射性廃棄物を適切に閉じ込める

ことができる設計としている。  

（液体廃棄物の漏えい及び散逸防止）  

廃 棄 物 管 理 施 設 で 取 り 扱 う 液 体 廃 棄 物 は 、 液 体 廃 棄 物 Ａ 、 Ｂ 、

Ｃ 及 び 有 機 性 の も の に 区 分 し 、 そ れ ぞ れ の 性 状 は 、 ト リ チ ウ ム を

除 く ア ル フ ァ 線 を 放 出 し な い 放 射 性 物 質 の 濃 度 、 ト リ チ ウ ム 及 び

アルファ線を放出する放射性物質の濃度で区分している。  

液 体 廃 棄 物 の 処 理 施 設 は 、 「 放 射 性 液 体 廃 棄 物 処 理 施 設 の 安 全

審 査 に 当 た り 考 慮 す べ き 事 項 な い し は 基 本 的 な 考 え 方 」 を 参 考

に、以下のとおり設計している。  

液 体 廃 棄 物 を 貯 留 す る 貯 槽 は 、 常 温 ・ 常 圧 で の 取 り 扱 う た め 、

漏 え い 防 止 と し て ス テ ン レ ス 鋼 板 等 の ラ イ ニ ン グ と し て い る 。 液

体 廃 棄 物 を 受 け 入 れ る 貯 槽 に は 連 通 管 を 設 置 し オ ー バ ー フ ロ ー を

防 止 し て い る 。 実 験 廃 液 や 化 学 処 理 を 行 う 貯 槽 や 装 置 は 、 耐 薬 品

性の観点から合成樹脂ライニングとしている。  

蒸 発 装 置 は 、 温 度 や 圧 力 が か か る こ と か ら 、 漏 え い 防 止 と し て

耐 食 性 を 考 慮 し た 材 料 を 使 用 す る 。 ま た 、 濃 縮 液 や 薬 品 が 混 入 し

た ス ラ ッ ジ を 処 理 す る セ メ ン ト 固 化 装 置 も 耐 食 性 を 考 慮 し た 材 料

を使用する。  

液 体 廃 棄 物 の 貯 槽 及 び 処 理 装 置 に は 全 て 漏 え い 検 知 器 を 備 え る

と と も に 、 液 体 廃 棄 物 Ａ 等 放 射 性 物 質 の 濃 度 の 低 い 廃 液 を 貯 留 す

る 貯 槽 以 外 は 周 囲 に ピ ッ ト 又 は 堰 等 を 設 置 し 漏 え い 拡 大 防 止 を 図

っている。  

液 体 廃 棄 物 を 内 蔵 す る 設 備 ・ 機 器 を 設 置 す る 施 設 は 、 事 業 所 の

外 に 排 水 を 排 出 す る 排 水 路 の 上 に 施 設 の 床 面 が な い よ う に す る こ

とにより、敷地外への管理されない放出を防止した設計する。  

 

（削る）  

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第三条－１２） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

具 体 的 に は 、 施 設 設 計 の 段 階 で 施 設 の 排 水 ラ イ ン を 管 理 区 域 排

水 と 非 管 理 区 域 排 水 に 分 類 し 、 非 管 理 区 域 の 排 水 ラ イ ン の 上 に 管

理区域が無いよう設計し、施工する。  

液体廃棄物の性状及び処理の過程を図３－１に示す。  

 

 

（固体廃棄物の漏えい及び散逸防止）  

廃 棄 物 管 理 施 設 で 取 り 扱 う 固 体 廃 棄 物 は 、 β ・ γ 固 体 廃 棄 物

Ａ 、 Ｂ 及 び α 固 体 廃 棄 物 Ａ 、 Ｂ に 区 分 し 、 そ れ ぞ れ の 性 状 は 、 ア

ル フ ァ 線 を 放 出 し な い 放 射 性 物 質 の 濃 度 、 ア ル フ ァ 線 を 放 出 す る

放射性物質の濃度及び廃棄物容器表面の線量率で区分する。  

β ・ γ 固 体 廃 棄 物 の 性 状 及 び 処 理 過 程 を 図 ３ － ２ に 、 α 固 体 廃

棄物の性状及び処理過程を図３－３に示す。  

廃 棄 物 を 処 理 す る ま で に 格 納 す る 施 設 及 び 廃 棄 物 を 容 器 に 封 入

す る 設 備 は 、 設 備 内 を 負 圧 に 維 持 し 、 設 備 内 の 空 気 が 外 部 に 漏 え

いし難い構造とする。  

廃 棄 物 を 焼 却 や 溶 融 処 理 す る 装 置 ・ 設 備 は 、 運 転 中 は 負 圧 に 維

持するとともに密閉又は気密構造としている。  

ま た 、 急 速 な 炉 内 圧 力 上 昇 に 対 し て は 、 圧 力 逃 が し 機 構 に よ り

炉内の空気が設備の外部に漏えいし難い構造とする。  

廃 棄 物 を 圧 縮 処 理 す る 装 置 は 、 圧 縮 時 に は 、 装 置 内 の 空 気 が 外

部に漏えいし難いよう密閉型とする。  

α固体廃棄物を非密封で分別する設備は、気密構造とする。  

 

ハ）  管理施設（第３条解釈第２項第１号、４号、５号）  

（廃棄物管理施設の廃棄物パッケージ及び保管体並びに設備）  

廃棄物管理施設は、廃棄物パッケー ジ及び保管体について、処分

するまでの間は管理施設で保管する こととしており、明確な貯蔵期

間は定めず、施設定期自主検査で廃 棄物パッケージ及び保管体並び

に設  

（削る）  

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第三条－１９） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 （削る）  

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第三条－２１） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 （削る）  

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第四条-５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

却処理及び溶融処理などからの熱影響がないように設計する。  

さらに、焼却溶融炉及び２次燃焼器の近傍には、原則として電

気ケーブルを配置しないが、やむを得ず配置する場合は、金属製

の保護管又は金属製のカバー内に配線する。  

火災のおそれのある電気設備、予備電源設備、焼却や溶融処理

を行う設備、無停電電源装置には、過電流、温度上昇、圧力上

昇、漏えいの検知又は防止する設計とする。  

具体的には廃棄物管理施設のβ・γ焼却装置、α焼却装置及び

焼却溶融炉の炉内温度の異常上昇及び負圧の異常低下に対して

は、燃料又は電源、廃棄物の供給停止、焼却空気量の制限を行

う。また急速な炉内圧力上昇に対しては、圧力逃がし機構が動作

するように設計する。  

 

電気設備の主要設備（添付書類五  8.5.3.4 項  抜粋）  

廃 棄 物 管 理 施 設 （ 固 体 廃 棄 物 減 容 処 理 施 設 を 除 く 。 ） で 使 用 す

る 商 用 系 電 源 は 、 大 洗 研 究 所 の 北 受 電 所 を 経 由 し て 受 電 し 、 施 設

内 の 各 負 荷 に 供 給 す る 。 ま た 、 商 用 系 停 電 の 際 に も 運 転 、 監 視 が

必 要 と 考 え ら れ る 設 備 に 対 し て は 、 北 受 電 所 に 設 置 さ れ て い る 非

常 系 電 源 設 備 か ら の 給 電 が 受 け ら れ る よ う に す る 。 さ ら に 、 α 焼

却 装 置 及 び α ホ ー ル 設 備 に 対 し て は 、 外 部 電 源 喪 失 時 に も 給 電 で

きるように、α固体処理棟に予備電源設備を設置する。  

ま た 、 固 体 廃 棄 物 減 容 処 理 施 設 で 使 用 す る 商 用 系 電 源 は 、 南 受

電 所 を 経 由 し て 受 電 し 、 建 家 内 の 各 負 荷 に 供 給 す る 。 さ ら に 、 南

受 電 所 に 設 置 し て あ る 非 常 系 電 源 設 備 か ら 給 電 を 受 け ら れ る 設 計

とする。  

廃 棄 物 管 理 施 設 内 の ケ ー ブ ル 、 ケ ー ブ ル ト レ イ 、 ダ ク ト 、 配 電

盤 等 は 、 可 能 な 限 り 不 燃 性 又 は 難 燃 性 材 料 を 使 用 し 、 壁 貫 通 箇 所

等のうちの要部には延焼防止措置を施す。  

ま た 、 落 雷 に よ る 火 災 を 防 止 す る た め に α 固 体 処 理 棟 排 気 筒

先 端 部 、 有 機 廃 液 一 時 格 納 庫 屋 根 部 、 β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅲ 排 気

筒先端部、α固体貯蔵施設屋根部及び固体廃棄  

却処理及び溶融処理などからの熱影響がないように設計する。  

さらに、焼却溶融炉及び２次燃焼器の近傍には、原則として電

気ケーブルを配置しないが、やむを得ず配置する場合は、金属製

の保護管又は金属製のカバー内に配線する。  

火災のおそれのある電気設備、予備電源設備、焼却や溶融処理

を行う設備、無停電電源装置には、過電流、温度上昇、圧力上

昇、漏えいの検知又は防止する設計とする。  

具体的には廃棄物管理施設のβ・γ焼却装置、α焼却装置及び

焼却溶融炉の炉内温度の異常上昇及び負圧の異常低下に対して

は、燃料又は電源、廃棄物の供給停止、焼却空気量の制限を行

う。また急速な炉内圧力上昇に対しては、圧力逃がし機構が動作

するように設計する。  

 

電気設備の主要設備（添付書類五  8.5.3.4 項  抜粋）  

廃棄物管理施設（固体廃棄物減容処理施設を除く。）で使用する

商用系電源は、大洗研究所の北受電所を経由して受電し、施設内の

各負荷に供給する。また、商用系停電の際にも運転、監視が必要と

考えられる設備に対しては、北受電所に設置されている非常系電源

設備からの給電が受けられるようにする。さらに、α焼却装置及び

αホール設備に対しては、外部電源喪失時にも給電できるように、

α固体処理棟に予備電源設備を設置する。  

また、固体廃棄物減容処理施設で使用する商用系電源は、南受電

所を経由して受電し、建家内の各負荷に供給する。さらに、南受電

所 に 設 置 し て あ る 非 常 系 電 源 設 備 か ら 給 電 を 受 け ら れ る 設 計 と す

る。  

廃棄物管理施設内のケーブル、ケーブルトレイ、ダクト、配電盤

等は、可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用し、壁貫通箇所等の

うちの要部には延焼防止措置を施す。  

また、落雷による火災を防止するためにα固体処理棟排気筒先端部、

β・γ固体処理棟Ⅲ排気筒先端部、α固体貯蔵施設屋根部及び固体廃

棄  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有 機 廃 液 一 時 格 納 庫

の記載の削除  

 



〔添付書類五〕 

（第四条-１３） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

区 域 内 の 各 部 屋 と 運 転 監 視 室 は 、 系 統 を 分 離 し て い る こ と か

ら、許可基準規則第四条 3 項における火災及び爆発の影響軽減に

対応する内容とする。  

 

ハ ) 自動火災報知設備及び消火設備について（第４条解釈第１項第３

号）  

廃 棄 物 管 理 施 設 の 消 防 設 備 は 、 自 動 火 災 報 知 設 備 及 び 消 火 設 備 で

構成し、適切に配置している。  

廃 棄 物 管 理 施 設 の 自 動 火 災 報 知 設 備 は 、 放 出 前 廃 液 を 排 水 す る 施

設 （ 排 水 監 視 施 設 ） を 除 き 、 主 に 部 屋 ご と に 区 画 を 設 定 し て 検 出 器

を 設 置 し 、 建 家 ご と に 設 け た 監 視 盤 に 火 災 警 報 の 発 報 及 び 火 災 を 検

知 し た 区 画 の 表 示 を 行 う 。 ま た 、 火 災 を 検 知 し た 場 合 の 火 災 信 号

は 、 固 体 廃 棄 物 減 容 処 理 施 設 で は 、 運 転 監 視 室 及 び 警 備 所 に 送 信

し 、 ま た 、 固 体 廃 棄 物 減 容 処 理 施 設 を 除 く 廃 棄 物 管 理 施 設 で は 、 管

理機械棟及び警備所に送信し、それぞれ警報盤に表示する。  

消 火 設 備 は 、 万 一 、 火 災 が 発 生 し た 場 合 に お い て も 、 適 切 に 対 処

で き る よ う 、 消 火 器 、 消 火 栓 設 備 及 び ガ ス 消 火 設 備 を 、 施 設 の 構 造

に応じて設置する。  

表４－１に、廃棄物管理施設の消防設備を示す。  

ま た 、 安 全 避 難 通 路 は 、 商 用 系 電 源 喪 失 時 に お い て も 機 能 す る 照

明を設備し、単純、明確かつ永続的な標識を付けたものとする。  

廃 棄 物 管 理 施 設 の 消 火 設 備 及 び 予 備 電 源 並 び に 安 全 避 難 通 路 、 照

明 （ 非 常 灯 ） 及 び 誘 導 標 識 に つ い て 、 設 置 状 況 を 図 ４ － １ ～ 図 ４ －

33 に示す。  

予備電源の仕様及び運用方法について表４－２で説明する。  

 

ニ ) 気体廃棄物の廃棄施設について（第４条解釈第１項第３号）  

固体廃棄物減容処理施設の気体廃棄 物の廃棄施設は、万一、各系

統下の部屋において火災が発生した 場合は、火災が発生した部屋を

含む系統を超えて他の系統に影響が 生じないよう各系統を分離して

いる。また、セル系は、セル内のイ ンセルフィルタに火炎防止型の

フ ィ ル タ を 設 置 し 、 後 段 の 排 気 設 備 へ の 影 響 を 与 え な い 設 計 と す

る。  

（ 削 る ）  

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第四条-１５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ ) 施設間の設置間隔について（第４条解釈第１項第３号）  

施設間の設置間隔については、建築基準法第二条第 1 項第六号に

「 延 焼 の お そ れ の あ る 部 分 」 と し て 、 「 隣 地 境 界 線 、 道 路 中 心 線 又

は 同 一 敷 地 内 の 二 以 上 の 建 築 物 （ 延 べ 面 積 の 合 計 が 五 百 平 方 メ ー ト

ル 以 内 の 建 築 物 は 、 一 の 建 築 物 と み な す 。 ） 相 互 の 外 壁 間 の 中 心 線

か ら 、 一 階 に あ っ て は 三 メ ー ト ル 以 下 、 二 階 以 上 に あ つ て は 五 メ ー

ト ル 以 下 の 距 離 に あ る 建 築 物 の 部 分 を い う 。 た だ し 、 防 火 上 有 効 な

公 園 、 広 場 、 川 等 の 空 地 若 し く は 水 面 又 は 耐 火 構 造 の 壁 そ の 他 こ れ

らに類するものに面する部分を除く。」と規定されている。  

廃 棄 物 管 理 施 設 の 各 施 設 は 、 延 焼 の お そ れ が な い 間 隔 を 確 保 す る

よう施設を設置しており、設置間隔は 1 階にあっては 6 メートル、 2

階以上にあっては 10 メートルを超える距離となるよう施設が設置さ

れ 、 こ の 設 置 間 隔 に 満 た な い 場 合 は 耐 火 構 造 の 建 家 の 外 壁 及 び 鋼 製

扉が設置されている。  

図４－ 34 に廃棄物管理施設の配置を、表４－３に廃棄物管理施設

各建家間の距離と防火上有効となる設備を示す。  

 

（ 削 る ）  

 

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第四条-１７） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

また、これらの施設は、概ね地下若 しくは屋内の取扱・貯蔵施設で

ある。  

 

ト ) 焼却装置について（第４条解釈第１項第３号）  

廃 棄 物 管 理 施 設 の β ・ γ 焼 却 装 置 、 α 焼 却 装 置 及 び 焼 却 溶 融 炉

は 、 炉 内 温 度 の 異 常 上 昇 及 び 負 圧 の 異 常 低 下 に 対 し て は 、 燃 料 又

は 電 源 、 廃 棄 物 の 供 給 停 止 、 焼 却 空 気 量 の 制 限 を 行 う よ う に 、 ま

た 急 激 な 炉 内 圧 力 上 昇 に 対 し て は 、 圧 力 逃 が し 機 構 が 動 作 す る よ

うに設計する。  

α 焼 却 装 置 及 び β ・ γ 焼 却 装 置 に つ い て 、 焼 却 炉 の 圧 力 逃 が し

機 構 の 動 作 に よ り 逃 が し た 排 ガ ス は 、 逃 が し 排 気 フ ィ ル タ を 経

て、他の系統の排気とともに排気筒から放出する。  

α焼却装置排ガス処理概略系統を図４－ 35 に、β・γ焼却装置

処理系統を図４－ 36 に示す。また、参考として、固体廃棄物減容

処 理 施 設 の 排 ガ ス 処 理 装 置 排 ガ ス 処 理 概 略 系 統 （ 参 考 ） を 図 ４ －

37 に示す。  

逃 し 排 気 フ ィ ル タ は 、 粗 塵 用 フ ィ ル タ １ 段 、 高 性 能 フ ィ ル タ １

段で構成し、捕集効率 99％で設計している。  

焼 却 装 置 は 、 炉 内 温 度 の 異 常 上 昇 及 び 負 圧 の 異 常 低 下 に 対 し

て 、 燃 料 、 廃 棄 物 の 供 給 停 止 、 燃 焼 空 気 量 の 制 限 を 自 動 的 に 行 う

よ う 設 計 さ れ て い る 。 一 方 、 こ の 制 限 を 超 え る 焼 却 炉 内 の 急 速 な

圧 力 上 昇 に 対 し て は 、 機 器 破 損 防 止 の 機 械 的 な 圧 力 逃 し 機 構 が 作

動 す る 設 計 で あ る 。 圧 力 逃 し 機 構 の 作 動 頻 度 は 少 な く 、 ま た 、 瞬

時 に 圧 力 を 降 下 で き る 排 気 で あ る こ と か ら 、 調 整 さ れ る 排 気 量 は

少 量 （ α 焼 却 装 置 ： 約 0.2m3、 β ・ γ 焼 却 装 置 ： 約 1.3m3） で あ

り 、 設 置 し た 逃 し 排 気 フ ィ ル タ に よ り 排 気 中 の 放 射 性 物 質 濃 度 を

十 分 に 低 減 （ 発 生 す る 気 体 廃 棄 物 の 放 射 能 量  α 焼 却 装 置 ： 1.8×

105Bq,β・γ焼却装置： 1.3×105Bq→排気後の気体廃棄物の放射能

量  α 焼 却 装 置 ： 1.8×103Bq,β ・ γ 焼 却 装 置 ： 1.3×103Bq） で き

るものである。（別紙１）  

なお、焼却装置の運転中は、圧力逃 し排気も含めた大気に放出す

る排気中の放射性塵埃の濃度を、排 気筒に設置した排気モニタで常

時監視し、設定した作動条件で警報を発報する設計である。  

（ 削 る ）  

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第四条-２１） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 （ 削 る ）  

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  
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、
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火
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）、

α
固
体
処
理

棟
（

屋
内
消
火
栓
設

備
、
ガ
ス

消
火
設
備

、
消
火
器

）
、
固
体
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棄
物
減

容
処
理
施
設
（
屋

内
消
火
栓

設
備
、
ガ

ス
消
火
設
備

、
消
火

器
）
 

管
理

施
設
 

固
体
集
積
保
管
場
Ⅰ
（
消
火
器

）、
固
体
集

積
保
管
場
Ⅱ
（
消

火
器
）
、
固

体
集

積
保
管
場
Ⅲ
（
消
火
器
）
、
固

体
集

積
保
管
場
Ⅳ
（
屋
内

消
火
栓
設
備

、
消
火
器
）、

α
固
体
貯
蔵

施
設
（
消
火

器
）
 

受
入

れ
施

設
 

廃
液
貯
留
施
設
Ⅰ
（
消
火
器
）、

廃
液
貯
留
施
設
Ⅱ
（
消

火
器
）
、
有
機

廃
液

一
時
格
納
庫
（
消

火
器
）、

β
・
γ

一

時
格
納
庫
Ⅰ
（
消
火

器
）
、
α
一
時

格
納
庫
（
ガ
ス
消
火
設
備

、
消
火
器
）
 

廃
棄

施
設
 

廃
棄
物
管
理
施
設
用

廃
液
貯
槽
（

消
火
器
）
 



〔添付書類五〕 

（第四条-２３） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

表４－３  廃棄物管理施設各建家間の距離と防火上有効となる設備  

 近 接 す る 施 設 と の  
の 設 置 間 隔 （ ｍ ）  

防 火 上 有 効 な 設 備  

α 固 体 貯 蔵 施 設  
3 固 体 集 積 保 管 場 Ⅱ の 外 壁  

固 体 集 積 保 管 場 Ⅱ  

8  
固 体 集 積 保 管 場 Ⅲ  

＞ 10  
固 体 集 積 保 管 場 Ⅳ  
β ・ γ 固 体 処 理 棟
Ⅱ  3 

β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅱ の 外
壁  
連 絡 通 路 の 鋼 製 扉  β ・ γ 固 体 処 理 棟

Ⅰ  
＞ 10  

有 機 廃 液 一 時 格 納
庫  

＞ 10  
β ・ γ 一 時 格 納 庫
Ⅰ  

＞ 10  
α 固 体 処 理 棟 及 び
α 一 時 格 納 庫  

＞ 10  
β ・ γ 固 体 処 理 棟
Ⅳ  

＞ 10  
管 理 機 械 棟  

＞ 10  
廃 液 処 理 棟 （ 廃 棄
物 管 理 施 設 用 廃 液
貯 槽 を 含 む ）  4 

廃 液 貯 留 施 設 Ⅰ の 外 壁  
連 絡 通 路 の 鋼 製 扉  

廃 液 貯 留 施 設 Ⅰ  

＞ 10  
廃 液 貯 留 施 設 Ⅱ  

＞ 10  
排 水 監 視 施 設  

＞ 10  β ・ γ 固 体 処 理 棟
Ⅲ  

 

 

 

 

（ 削 る ）  
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〔添付書類五〕 

（第四条-２４） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

（ 削 る ）  
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〔添付書類五〕 

（第四条-３５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  
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合を図るため削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第四条-３６） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

（ 削 る ）  
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図 ４ － 26 消 火 設 備 等 設 置 状 況 図 （ 有 機 廃 液 一 時 格 納 庫 ）  



〔添付書類五〕 

（第四条-３７） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

（ 削 る ）  

 

各 条 ま と め 資 料 の 統

合を図るため削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４ － 27 消 火 設 備 等 設 置 状 況 図 （ β ・ γ 一 時 格 納 庫 Ⅰ ）  

図 ４ － 28 消 火 設 備 等 設 置 状 況 図 （ α 一 時 格 納 庫 １ 階 ）  



〔添付書類五〕 

（第四条-３８） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  
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図 ４ － 29 消 火 設 備 等 設 置 状 況 図 （ α 一 時 格 納 庫 ２ 階 ）  

図 ４ － 30 消 火 設 備 等 設 置 状 況 図 （ α 一 時 格 納 庫 地 階 ）  



〔添付書類五〕 

（第四条-３９） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

（ 削 る ）  
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図 ４ － 31 消 火 設 備 等 設 置 状 況 図 （ 管 理 機 械 棟 １ 階 ）  

図 ４ － 32 消 火 設 備 等 設 置 状 況 図 （ 管 理 機 械 棟 ２ 階 ）  



〔添付書類五〕 

（第四条-４０） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  
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図 ４ － 33 消 火 設 備 等 設 置 状 況 図 〔 屋 外 消 火 栓 設 備 〕  



〔添付書類五〕 

（第四条-４１） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

（ 削 る ）  
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図 ４ － 34 廃 棄 物 管 理 施 設 の 配 置  



〔添付書類五〕 

（第四条-４２） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

（ 削 る ）  
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図 ４ － 35 α 焼 却 装 置 排 ガ ス 処 理 概 略 系 統  

図 ４ － 36 β ・ γ 焼 却 装 置 処 理 系 統  



〔添付書類五〕 

（第四条-４３） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

（ 削 る ）  
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図 ４ － 37 排 ガ ス 処 理 装 置 排 ガ ス 処 理 概 略 系 統 （ 参 考 ）  



〔添付書類五〕 

（第四条-５６） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

参考― 2 

 

廃棄物管理施設において火災が発生した際の影響の評価及び対策につい

て  

 

１．廃棄物管理施設の火災又は爆発の防止  

廃棄物管理施設は火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の安全性が

損なわれないよう、「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関

す る 規 則 」 （ 平 成 二 十 五 年 十 二 月 六 日 原 子 力 規 制 委 員 会 規 則 第 三 十 一

号）第四条では必要な火災防護対策を要求している。  

本評価は、これらの要求に基づく火災防護対策により、廃棄物管理施

設内で火災が発生した場合の影響評価を行い、必要な火災防護対策を行

うことで、安全性が損なわれないことを示すものである。  

 

２．廃棄物管理施設の火災評価の概要  

  廃棄物管理施設は、現在建設中の固体廃棄物減容処理施設（ OWTF）

を 含 め 19 の 建 家 か ら 構 成 さ れ 、 液 体 廃 棄 物 や 固 体 廃 棄 物 の 処 理 設

備、保管設備及び受入れ設備を有するとともに、全ての施設に大小の

管理区域が存在する。  

  廃棄物管理施設の内部火災を評価するにあたり、すべての施設にお

ける内部火災での火災荷重評価を行うとともに、施設内部の火災防護

対象について、各施設に内蔵する可燃性物質（紙、布、木材、化学製

品、微量危険物等）を調査し、それらが火災源となった場合の影響を

評価する。  

  これらの評価結果に対して、必要な火災防護対策を行う。  

  なお、建設中である OWTF については、類似施設であるα固体処理

棟の火災荷重評価及び可燃性物質調査結果を参考に保守的に仮定を行

って火災評価を行う。  

 

３．火災評価  

３．１火災評価の条件  

（ 削 る ）  
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〔添付書類五〕 

（第四条-５７） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

（１）火災評価に関する基本的な考え方  

廃棄物管理施設は、 19 の棟及び施設で構成される。各棟及び施設

は 、 廃 棄 物 の 種 類 に 応 じ て 受 入 れ 、 処 理 、 保 管 の 機 能 を そ れ ぞ れ 1

つ有しており、いわば単機能の施設である。  

廃 棄 物 管 理 施 設 の 火 災 評 価 に あ た っ て は 、 ま ず 、 火 災 荷 重 に よ る

す べ て の 建 家 の 耐 火 性 を 確 認 し た う え で 、 そ れ ら の 施 設 に お け る 取

り 扱 う 場 所 に 係 る 安 全 機 能 を 火 災 か ら 防 護 す る よ う 、 火 災 源 を 設 定

して設備の損傷を評価する。  

   （各棟及び施設の安全機能）  

     ・遮蔽機能  

     ・閉じ込め機能  

   防護対象施設を表１に示す。  

 

（ 削 る ）  
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〔添付書類五〕 

（第四条-５８） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

表１  廃棄物管理施設の火災防護対象  

施設名（建家）  防護対象  

廃液処理棟  廃 液 蒸 発 装 置 Ⅰ （ 蒸 気 室 、 カ ラ ン ド リ ア 、 強 制

循 環 ポ ン プ 、 蒸 気 圧 縮 機 、 濃 縮 液 受 槽 、 ピ ッ

ト）  

化 学 処 理 装 置 （ 凝 集 沈 澱 槽 、 排 泥 槽 、 ス ラ ッ ジ

貯槽、砂ろ過塔、分析フード、堰・ピット）  

廃 液 蒸 発 装 置 Ⅱ （ 蒸 発 缶 、 充 填 塔  、 凝 縮 器  、

濃縮液受槽  、堰・ピット、周囲壁）  

セ メ ン ト 固 化 装 置 （ 凍 結 再 融 解 槽 、 ス ラ ッ ジ 槽

、濃縮液槽、混練機、堰・ピット）  

廃 棄 物 管 理 施 設

用廃液貯槽  

鉄筋コンクリート製貯槽  

排水監視設備  鉄筋コンクリート製貯槽  

β ・ γ 固 体 処 理

棟Ⅰ  

β・γ圧縮装置Ⅰ（圧縮機、分類用ボックス）  

β ・ γ 固 体 処 理

棟Ⅱ  

β ・ γ 圧 縮 装 置 Ⅱ （ 圧 縮 機 、 分 類 用 ボ ッ ク ス 、

フィルタ破砕機、β・γ圧縮装置Ⅱ排気設備）  

β ・ γ 固 体 処 理

棟Ⅲ  

β ・ γ 焼 却 装 置 （ 焼 却 炉 、 排 ガ ス 処 理 設 備 、 廃

棄 物 投 入 設 備 、 焼 却 灰 回 収 装 置 、 焼 却 灰 固 化 装

置）  

β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅲ 廃 液 貯 槽 （ 貯 留 タ ン ク 、 廃

液移送容器、堰）  

β ･ γ 固 体 処 理

棟Ⅳ  

β ･γ 封 入 設 備 （ 分 類 セ ル 、 圧 縮 機 、 パ ッ ケ ー

ジ 取 扱 設 備 、 廃 棄 物 移 送 用 キ ャ ス ク 、 セ ル 内 ク

レーン  、インセルモニタ）  

β ･γ 貯 蔵 セ ル （ 鉄 筋 重 コ ン ク リ ー ト 製 セ ル 、

セル内クレーン  、インセルモニタ）  
 

（ 削 る ）  
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合を図るため削除  

  

  

 

 



〔添付書類五〕 

（第四条-５９） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

α固体処理棟  α 封 入 設 備 （ 封 入 セ ル 、 封 入 装 置 、 イ ン セ ル モ

ニ タ 、 セ ル 内 ク レ ー ン 、 保 管 体 移 送 用 キ ャ ス

ク）  

α 焼 却 装 置 （ 焼 却 炉 、 排 ガ ス 処 理 設 備 、 廃 棄 物

分類用ボックス、灰出しボックス）  

α ホ ー ル 設 備 （ α ホ ー ル 、 細 断 機 、 圧 縮 機 、 エ

アラインスーツ設備、ホール内クレーン）  

α 固 体 処 理 棟 予 備 処 理 装 置 （ 貯 留 タ ン ク 、 化 学

処理タンク、フード、堰）  

固 体 集 積 保 管 場

Ⅰ  

固 体 集 積 保 管 場 Ⅰ （ 内 部 周 囲 壁 （ 竪 積 保 管 設

備）、遮蔽スラブ）  

固 体 集 積 保 管 場

Ⅱ  

建家  

固 体 集 積 保 管 場

Ⅲ  

〃  

固 体 集 積 保 管 場

Ⅳ  

〃  

α固体貯蔵施設  α固体貯蔵施設（竪孔式貯蔵設備）  

廃液貯留施設Ⅰ  処理済廃液貯槽（鉄筋コンクリート製貯槽）  

廃 液 貯 槽 Ⅰ （ 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 製 貯 槽 、 常 陽 系

統配管、堰）  

廃液貯留施設Ⅱ  廃液貯槽Ⅱ（鉄筋コンクリート製貯槽、受槽）  

有 機 廃 液 一 時 格

納庫  

有機廃液一時格納庫（保管容器）  

β ・ γ 一 時 格 納

庫Ⅰ  

β ・ γ 一 時 格 納 庫 Ⅰ （ 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト ピ ッ

ト）  

α一時格納庫  α 一 時 格 納 庫 （ 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 地 下 格 納

室、鉄骨造地上格納室）  

管理機械棟  分析フード  
 

 

（ 削 る ）  
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〔添付書類五〕 

（第四条-６０） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

固 体 廃 棄 物 減 容

処理施設  

減 容 処 理 設 備 （ し ゃ へ い 窓 、 し ゃ へ い 扉 、 天 井

ポ ー ト 、 マ ニ プ レ ー タ 、 焼 却 溶 融 炉 、 排 ガ ス 処

理装置 (セル内： 2 次燃焼器、セラミックフィル

タ 等 ） 、 排 ガ ス 処 理 装 置 (セ ル 外 ： 排 ガ ス 洗 浄

塔 、 循 環 水 タ ン ク 等 ） 、 堰 （ セ ル 外 ： 循 環 水 タ

ン ク 等 ） 、 し ゃ へ い 窓 、 し ゃ へ い 扉 、 搬 出 ポ ー

ト 、 エ ア ラ イ ン ス ー ツ 設 備 、 補 修 用 グ ロ ー ブ ボ

ッ ク ス 、 廃 樹 脂 乾 燥 装 置 、 試 料 採 取 用 グ ロ ー ブ

ボックス、試料調整用フード ) 

固 体 廃 棄 物 減 容 処 理 施 設 廃 液 貯 槽 （ 廃 液 受 入 タ

ン ク 、 洗 浄 塔 廃 液 タ ン ク 、 液 体 廃 棄 物 Ａ タ ン

ク、廃液サンプリングフード、堰、）  

 

 

（ ２）施設の火災荷重  

廃棄物管理施設の 19 の棟及び施設について、内部火災における

火災荷重を確認する。  

建家の耐火時間については、建築基 準法施行令を参考に以下の と

おりとする。  

表２  廃棄物管理施設の建家の構造と耐火時間  

施設名（建家）  
建家構

造  

耐火時間

（ｈ）  

廃液処理棟  S 1 

廃棄物管理施設用廃液貯槽  S 1 

排水監視設備  RC 2 

β・γ固体処理棟Ⅰ  S 1 

β・γ固体処理棟Ⅱ  S 1 

β・γ固体処理棟Ⅲ  RC 2 

β ･γ固体処理棟Ⅳ  S 1 
 

 

（ 削 る ）  
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〔添付書類五〕 

（第四条-６１） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

α固体貯蔵施設  S 1 

廃液貯留施設Ⅰ  S 1 

廃液貯留施設Ⅱ  RC 2 

有機廃液一時格納庫  RC 2 

β・γ一時格納庫Ⅰ  S 1 

α一時格納庫  S 1 

管理機械棟  RC 2 

固体廃棄物減容処理施設  RC 2 

RC 造・・・鉄筋コンクリート造 (Reinforced Concrete) 

S 造・・・・鉄骨造 (Steel)   

 

火災荷重は、各棟及び施設における 各部屋の可燃物量を仮定し 、

それによる等価時間を算出する。具 体的には、各部屋の可燃物量か

ら 、 ガ イ ド に 示 さ れ た 単 位 質 量 又 は 単 位 体 積 当 た り の 熱 量 等 に よ

り、等価時間を算出する。  

   なお、各部屋の可燃物量のほか、施設内の電気ケーブルについて

も、施設図面等からケーブル物量を算出して可燃物に加えることと

するが、各施設の図面が古く、ケーブル物量が算出できない施設に

ついては、既に算出した施設から、ケーブル物量の比較的多いと考

えられる部屋（制御室、電気室）と作業室等に分けて、単位面積当

たりの物量を設定して用いる。  
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〔添付書類五〕 

（第四条-６３） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

類 や プ ラ ス テ ィ ッ ク パ ネ ル は 、 構 成 部 材 （ コ ン ク リ ー ト 、 鉄 鋼 材

等）に比べて、耐熱性が低い。  

   以上のことから、閉じ込め機能につい ては、取扱場所での火災を

想定し、火災による気密部材表面での輻射温度が 60℃を超えた場合

には、可燃物量抑制又は遮熱対策を行うこととする。  

材料名  用途  耐熱温度  

ネ オ プ レ ン

ゴム  

気 密 用 パ ッ キ ン 、 イ

ンフラートシール  

130℃  

ポ リ カ ー ボ

ネート  

グ ロ ー ブ ボ ッ ク ス パ

ネ ル 、 エ ア ラ イ ン ス

ーツ（ヘルメット）  

1 2 0 ℃ ～ 1 3 0

℃ 1) 

PVC エ ア ラ イ ン ス ー ツ 本

体  

60～ 80℃ 1) 

     

 （４）内部火災の火災源の調査  

施設内部の火災防護対象を決定し、 各施設に内蔵する可燃性物 質

を調査した。  

いずれの施設についても、除染や通 常作業に使用するウエス（ 布

など）、マニュアルや記録に使用す る紙類、物品保護や搬入に使用

される梱包材、保護具（木材）、ビ ニールバッグなどの化学製品、

潤滑剤やふき取り等を行うためのア ルコールなど微量危険物、その

他を施設内の所定の場所に置いている。  

調査結果として、主な可燃性物質・ 量、集積場所及び防護対象 か

ら最も近い距離を図１－１－１～図１－１８に示す。  

また、火災源の材質別の仕様を表３に示す。  

 

３．２火災評価  

（１）火災評価方法の考え方  

（ 削 る ）  
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〔添付書類五〕 

（第四条-７１） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

②火災等での機能の損傷評価  

  評価結果を表４－２に示す。また、評価に用いた計算結果を添付２

に示す。  

  評価の結果、各施設で可燃性物質の集積場所から火災が発生した場

合に遮蔽機能及び閉じ込め機能に影響がなかった施設は、廃棄物管理

施設廃液貯槽、排水監視施設、β・γ固体処理棟Ⅰ、β・γ固体処理

棟Ⅱ、β・γ固体処理棟Ⅳ、固体集積保管場Ⅰ、固体集積保管場Ⅱ、

固体集積保管場Ⅲ、固体集積保管場Ⅳ、α固体貯蔵施設、廃液貯留施

設Ⅰ、有機廃液一時格納庫、α一時格納庫及びβ・γ一時格納庫Ⅰの

14 施 設 で あ る 。 そ れ 以 外 の 施 設 で は 、 可 燃 性 物 質 を 金 属 製 の キ ャ ビ

ネットや金属容器に収納するなどの対策を行って、火災による影響を

軽減する。  

 

５ ． 参 考 文 献  

１ ） 主 な プ ラ ス テ ィ ッ ク の 特 性 と 用 途 （ 日 本 プ ラ ス チ ッ ク 工 業 連 盟 ）  

h t t p : / / w w w. j p i f . g r. j p / 2 h e l l o / c o n t s / y o u t o _ c . h t m  

２ ） 伝 熱 工 学 （ 東 京 大 学 出 版 ）  

３ ） 危 険 物 関 係 用 語 の 解 説 （ 第 2 7  回 ） （ S a f e t y  &  To m o r r o w  N o . 1 5 2  危 険 物 保

安 技 術 協 会 ）  

h t t p : / / w w w. k h k - s y o u b o u . o r. j p / p d f / g u i d e / m a g a z i n e / g l o s s a r y / 2 7 . p d f  

４ ） H e a t  R e l e a s e  R a t e  Te s t s  o f  P l a s t i c  Tr a s h  C o n t a i n e r s（ N I S T F R  4 0 1 8）  

５ ） 第 7 5  回 核 燃 料 施 設 等 の 新 規 制 基 準 適 合 性 に 係 る 審 査 会 合  外 部 火 災 影 響

評 価 に つ い て （ 航 空 機 落 下 に よ る 火 災 ）  京 都 大 学 原 子 炉 実 験 所  2 0 1 5  年

9  月 4  日  

６ ） 各 種 物 質 の 性 質 ：  金 属 （ 固 体 ） の 性 質  

h t t p : / / w w w. h a k k o . c o . j p / q a / q a k i t / h t m l / h 0 1 0 2 0 . h t m  

７ ） 各 種 物 質 の 性 質 ：  非 金 属 固 体 の 性 質  

h t t p : / / w w w. h a k k o . c o . j p / q a / q a k i t / h t m l / h 0 1 0 1 0 . h t m  
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〔添付書類五〕 

（第四条-７２） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

表３  火災源の材質別の仕様  

（ 1）固体の可燃性物質     

No 
可燃物名  

単位重量  

（ kg/単位）  
単位  備考  

1 500ml ポリビン  0.05 1 個   

2 100ml ポリビン  0.012 1 個  

3 
可燃性カートン  2 1 個（中身入

り）  

 

4 ゴム手袋  0.005 1 組   

5 布手袋  0.018 1 組   

6 テープ類  0.236 1 個   

7 ビニール袋  0.005 1 枚   

8 酢ビロール  0.112 1m2 実測  

9 
1cm ファイル (100

枚）  

0.424 1 冊  A4 100 枚換

算  

10 プラスチック容器  2.6 1 箱   

11 ウェス  1 20 枚   

12 シューズカバー  0.008 1 組   

13 サッサ  0.077 15 枚 1 袋   

14 ホース  0.15 1m  

15 バッテリー液  0.1 100ml(想定）   

16 チャコール (50L) 17.5 50L  

17 ナイロンスリング  0.55 1 本   

18 防炎シート  14 45m2  

19 合板  3.46 1m2  

20 
アクリル板  1.5 50cmx50cmx3mm/

枚  

 

21 記録紙  0.5 100 枚  実測  

22 ソファー  25.5 1 客 2 人掛け   

23 スミヤろ紙  0.001 1 枚  1g/枚と仮定  

24 ベンコット  0.18 100 枚入り   

25 ポール  1 1 本   

26 
枕木  50 2400x200x200 ㎜

/本  

 

27 エアラインスーツ  1 1 体  PVC 部 (実測 ) 

28 木槌  0.163 1 個   

29 刷毛  0.041 1 本   

30 ほうき  0.36 1 本   

31 
トナーカートリッ

ジ  

1 1 ユニット   

32 タイベック  0.191 1 着   

33 塗装用スプレー  0.3 1 本   

34 パイロン  0.848 1 本   
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〔添付書類五〕 

（第四条-７４） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  
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〔添付書類五〕 

（第四条-７４） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  
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〔添付書類五〕 

（第四条-７５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  
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〔添付書類五〕 

（第四条-７５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  
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〔添付書類五〕 

（第四条-７６） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

 

 

 

 

 

図 １ － １ － １   廃 液 処 理 棟 （ 1 階 ） 、 廃 棄 物 管 理 施 設 用 廃 液 貯 槽 の 概 略 平 面 図 及 び 可 燃

物 配 置 図  
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〔添付書類五〕 

（第四条-７７） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

 

 

 

 

 

 
図 １ － １ － ２   廃 液 処 理 棟 （ 2 階 ） 平 面 図 及 び 可 燃 物 配 置  
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〔添付書類五〕 

（第四条-８３） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

 

 

図 １ － 5－ ３  β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅲ （ ２ 階 ） 平 面 図 及 び 可 燃 物 配 置  
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〔添付書類五〕 

（第四条-９５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

 

 

図 １ － １ ５  有 機 廃 液 一 時 格 納 庫 平 面 図 及 び 可 燃 物 配 置  
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〔添付書類五〕 

（第四条-９５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

 

 

 

図 １ － １ ６  β ･γ 一 時 格 納 庫 Ⅰ 平 面 図 及 び 可 燃 物 配 置  
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〔添付書類五〕 

（第四条-９６） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１７  α一時格納庫平面図及び可燃物配置  
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〔添付書類五〕 

（第四条-９７） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

 

 

図 １ － １ ８  管 理 機 械 棟 平 面 図 及 び 可 燃 物 配 置  
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〔添付書類五〕 

（第五条-１５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  
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（第五条-１８） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  
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〔添付書類五〕 

（第六条-４） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

表 １  建 家 及 び 主 要 な 設 備 及 び 機 器 の 耐 震 ク ラ ス （ 1／ 6）  

建家 
建家の 

耐震クラス 
主要な設備及び機器の種類 

設備の 

耐震クラス 

廃液処理棟 

 

Ｃ  化 学 処 理 装 置 （ 二 段 凝 集 沈 澱 方 式 ）  

凝 集 沈 澱 槽  2 基  

排 泥 槽  2 基  

ス ラ ッ ジ 貯 槽  1 基  

砂 ろ 過 塔  2 基  

分 析 フ ー ド  4 基  

 

廃液蒸発装置Ⅰ（強制循環型蒸気圧縮方式） 

蒸 気 室  1 基  

カ ラ ン ド リ ア  1 基  

強 制 循 環 ポ ン プ  1 基  

蒸 気 圧 縮 機  1 基  

濃 縮 液 受 槽  1 基  

 

 

廃液蒸発装置Ⅱ（単効型自然循環方式） 

蒸 発 缶  1 基  

充 填 塔  1 基  

凝 縮 器  2 基  

濃 縮 液 受 槽  1 基  

 

セメント固化装置（混練方式） 

凍 結 再 融 解 槽  2 基  

ス ラ ッ ジ 槽  1 基  

濃 縮 液 槽  1 基  

混 練 機  1 式  

 

廃棄物管理施設用廃液貯槽 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 製 貯 槽 2基  

Ｃ  

 

 

 

 

 

 

Ｃ  

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ  

充 填 塔  

凝 縮 器  

Ｃ  

 

 

Ｃ  

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

廃液貯留施設Ⅰ Ｃ  処理済廃液貯槽 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 製 貯 槽  1 基  

 

廃液貯槽Ⅰ 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 製 貯 槽  6 基  

常 陽 系 統 配 管  1 式  

Ｃ  

 

 

Ｃ  

 

 

表 １  建 家 及 び 主 要 な 設 備 及 び 機 器 の 耐 震 ク ラ ス （ 1／ 6）  

建家 
建家の 

耐震クラス 
主要な設備及び機器の種類 

設備の 

耐震クラス 

廃液処理棟 

 

Ｃ   

 

 

 

 

 

 

廃液蒸発装置Ⅰ（強制循環型蒸気圧縮方式） 

蒸 気 室  1 基  

カ ラ ン ド リ ア  1 基  

強 制 循 環 ポ ン プ  1 基  

蒸 気 圧 縮 機  1 基  

濃 縮 液 受 槽  1 基  

分 析 フ ー ド  4 基 ＊  

 

廃液蒸発装置Ⅱ（単効型自然循環方式） 

蒸 発 缶  1 基  

充 填 塔  1 基  

凝 縮 器  2 基  

濃 縮 液 受 槽  1 基  

 

セメント固化装置（混練方式） 

濃 縮 液 槽  1 基  

混 練 機  1 式  

 

 

 

廃棄物管理施設用廃液貯槽 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 製 貯 槽 2基  

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ  

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ  

充 填 塔  

凝 縮 器  

Ｃ  

 

 

Ｃ  

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

廃液貯留施設Ⅰ Ｃ  処理済廃液貯槽 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 製 貯 槽  1 基  

 

廃液貯槽Ⅰ 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 製 貯 槽  6 基  

常 陽 系 統 配 管  1 式  

Ｃ  

 

 

Ｃ  

＊ ： う ち 3 基 は 管 理 機 械 棟 に 設 置  

 

 

 

 

化学処理装置の使用

の停止に伴う変更  

 

 

 

  

 

 

 

 

記載の追加  

 

 

 

 

  

 

化学処理装置の使用

の停止に伴う削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の追加  

 



〔添付書類五〕 

（第六条-５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

表 １  建 家 及 び 主 要 な 設 備 及 び 機 器 の 耐 震 ク ラ ス （ 2／ 6）  

建家 
建家の 

耐震クラス 
主要な設備及び機器の種類 

設備の 

耐震クラス 

廃液貯留施設Ⅱ Ｂ 廃液貯槽Ⅱ 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 製 貯 槽  4 基  

Ｂ 

有機廃液一時格納庫 Ｃ 有機廃液一時格納庫 

格 納 室  1 室  

保 管 容 器  6 本  

Ｃ 

排水監視施設 Ｃ 排水監視設備 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 製 貯 槽  1 基  

Ｃ  

β・γ固体処理棟Ⅰ Ｃ  β・γ圧縮装置Ⅰ（竪型二軸圧縮方式） 

圧縮機 1 基 

分類用ボックス 1 基 

Ｃ  

β・γ固体処理棟Ⅱ Ｃ  β・γ圧縮装置Ⅱ（竪型三軸圧縮方式） 

圧縮機 1 基 

分類用ボックス 1 基 

フィルタ破砕機 1 基 

 

β・γ一時格納庫Ⅱ 

鉄筋コンクリート製ピット 1基 

Ｃ  

 

 

 

 

Ｃ  

β・γ固体処理棟Ⅲ Ｂ β・γ焼却装置（蓄熱型自燃方式） 

焼却炉 1 基 

排ガス処理設備 1 式 

廃棄物投入設備 1 式 

焼却灰回収装置 1 式 

焼却灰固化装置 1 式 

 

β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽 

貯 留 タ ン ク  3基  

廃 液 移 送 容 器  1基  

Ｂ 

廃 棄 物  

投入設備 

Ｃ  

 

 

 

Ｃ 

廃液移送 

容器は除く 

 

 

 

表 １  建 家 及 び 主 要 な 設 備 及 び 機 器 の 耐 震 ク ラ ス （ 2／ 6）  

建家 
建家の 

耐震クラス 
主要な設備及び機器の種類 

設備の 

耐震クラス 

廃液貯留施設Ⅱ Ｂ 廃液貯槽Ⅱ 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 製 貯 槽  4 基  

Ｂ 

排水監視施設 Ｃ 排水監視設備 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 製 貯 槽  1 基  

Ｃ  

β・γ固体処理棟Ⅰ Ｃ  β・γ圧縮装置Ⅰ（竪型二軸圧縮方式） 

圧縮機 1 基 

分類用ボックス 1 基 

Ｃ  

β・γ固体処理棟Ⅱ Ｃ  β・γ圧縮装置Ⅱ（竪型三軸圧縮方式） 

圧縮機 1 基 

分類用ボックス 1 基 

フィルタ破砕機 1 基 

 

β・γ一時格納庫Ⅱ 

鉄筋コンクリート製ピット 1基 

Ｃ  

 

 

 

 

Ｃ  

β・γ固体処理棟Ⅲ Ｂ β・γ焼却装置（蓄熱型自燃方式） 

焼却炉 1 基 

排ガス処理設備 1 式 

廃棄物投入設備 1 式 

焼却灰回収装置 1 式 

焼却灰固化装置 1 式 

 

有機溶媒貯槽 

廃油タンク      1 基 

 

β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽 

貯 留 タ ン ク  3基  

廃 液 移 送 容 器  1基  

Ｂ 

廃 棄 物  

投入設備 

Ｃ  

 

 

 

Ｂ 

 

Ｃ 

廃液移送 

容器は除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

有 機 廃 液 一 時 格 納 庫

の 削 除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液 体 廃 棄 物 の 受 入 れ

施 設 の 見 直 し  

 

 



〔添付書類五〕 

（第七条-５） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

敷 地 内 に お け る 主 要 な 廃 棄 物 管 理 施 設 の 位 置 （ 本 文  ４ 項 Ａ イ (2) 

抜粋）  

廃棄物管理施設は、廃液処理棟、排水監視施設、β・γ固体処理棟

Ⅰ 、 β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅱ 、 β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅲ 、 β ・ γ 固 体 処 理 棟

Ⅳ、α固体処理棟、固体集積保管場Ⅰ、固体集積保管場Ⅱ、固体集積

保管場Ⅲ、固体集積保管場Ⅳ、α固体貯蔵施設、廃液貯留施設Ⅰ、廃

液貯留施設Ⅱ、有機廃液一時格納庫、β・γ一時格納庫Ⅰ、α一時格

納庫、管理機械棟及び固体廃棄物減容処理施設から成る。  

固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設は、施設周辺の斜面

の崩壊等の影響を受けないように敷地の北部を標高約 24～ 35m の階段

状に整地造成した台地に設置する。遮蔽設備を有する施設は、敷地周

辺の標高に対して標高差を有し、遮蔽を考慮した配置とする。  

固体廃棄物減容処理施設は、敷地東部 (高速実験炉「常陽」の南側 )

の標高約 40m の場所を平坦に整地造成した台地に設置する。  

 

解釈第３項第２号について  

大 洗 研 究 所 に は 一 般 排 水 溝 が あ り 、 敷 地 東 側 の 鹿 島 灘 に 通 じ て い

る。廃棄物管理施設の排水監視施設は一般排水溝と接続されており、

津 波 が 発 生 し た 場 合 、 一 般 排 水 溝 か ら 津 波 が 遡 上 す る お そ れ が あ る

が、一般排水溝と排水監視施設の接続点付近の標高は 20m 以上あり、

最も大きな影響を及ぼす恐れがある茨城県が評価した津波浸水想定に

よる津波最大遡上高約 9m に比べて十分高い位置にあること、排水監

視施設と一般排水溝の間には閉止バルブがあることから、仮に津波が

一般排水溝を遡上したとしても閉止バルブにより排水監視施設に逆流

することはない。  

 

 

敷 地 内 に お け る 主 要 な 廃 棄 物 管 理 施 設 の 位 置 （ 本 文  ４ 項 Ａ イ (2) 

抜粋）  

廃棄物管理施設は、廃液処理棟、排水監視施設、β・γ固体処理棟

Ⅰ 、 β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅱ 、 β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅲ 、 β ・ γ 固 体 処 理 棟

Ⅳ、α固体処理棟、固体集積保管場Ⅰ、固体集積保管場Ⅱ、固体集積

保管場Ⅲ、固体集積保管場Ⅳ、α固体貯蔵施設、廃液貯留施設Ⅰ、廃

液貯留施設Ⅱ、β・γ一時格納庫Ⅰ、α一時格納庫、管理機械棟及び

固体廃棄物減容処理施設から成る。  

固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設は、施設周辺の斜面

の崩壊等の影響を受けないように敷地の北部を標高約 24～ 35m の階段

状に整地造成した台地に設置する。遮蔽設備を有する施設は、敷地周

辺の標高に対して標高差を有し、遮蔽を考慮した配置とする。  

固体廃棄物減容処理施設は、敷地東部 (高速実験炉「常陽」の南側 )

の標高約 40m の場所を平坦に整地造成した台地に設置する。  

 

解釈第３項第２号について  

大 洗 研 究 所 に は 一 般 排 水 溝 が あ り 、 敷 地 東 側 の 鹿 島 灘 に 通 じ て い

る。廃棄物管理施設の排水監視施設は一般排水溝と接続されており、

津 波 が 発 生 し た 場 合 、 一 般 排 水 溝 か ら 津 波 が 遡 上 す る お そ れ が あ る

が、一般排水溝と排水監視施設の接続点付近の標高は 20m 以上あり、

最も大きな影響を及ぼす恐れがある茨城県が評価した津波浸水想定に

よる津波最大遡上高約 9m に比べて十分高い位置にあること、排水監

視施設と一般排水溝の間には閉止バルブがあることから、仮に津波が

一般排水溝を遡上したとしても閉止バルブにより排水監視施設に逆流

することはない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

有 機 廃 液 一 時 格 納 庫

の 削 除  
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